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○議事日程（第２号） 

  平成 30年３月７日  午前 10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第１号 専決処分の承認を求めることについて〔平成 29年度内灘町一般会計補正予算（第 

        ７号）から 

  議案第 29号 内灘町営土地改良事業賦課金徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ９番 夷 藤   満 

   11番 中 川   達 

   ２番 磯 貝 幸 博 

   ５番 生 田 勇 人 

   ３番 七 田 満 男 

   １番 米 田 一 香 

   10番 清 水 文 雄 

   ８番 北 川 悦 子 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前 10時 00分開議 

    ○開   議 

○議長【恩道正博君】 皆様、おはようござ

います。 

 傍聴席の皆様には、早朝より本会議場にお

越しをいただき、まことにご苦労さまでござ

います。 

 本日は、町政に対する一般質問の日です。 

 初めに、傍聴の皆様にお願い申し上げます。 

 本会議場では、携帯電話を鳴らすことのな

いようにご協力をお願いします。 

 また、議員が質問している際は、静粛にし

ていただき、立ち歩いたり退席しないよう、

お願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は、13 名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【恩道正博君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、５日の会議に配付

の説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【恩道正博君】 日程第１、議案第１

号専決処分の承認を求めることについて〔平

成 29年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕
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から議案第 29 号内灘町営土地改良事業賦課

金徴収条例の一部を改正する条例についてま

での 29議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【恩道正博君】 各議案に対する提案

理由の説明は、既に聴取しております。 

 なお、提出議案に対する質疑については、

昨日までに質疑の通告がありませんでしたの

で、質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【恩道正博君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第１号専

決処分の承認を求めることについて〔平成 29

年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕か

ら議案第 29 号内灘町営土地改良事業賦課金

徴収条例の一部を改正する条例についてまで

の 29議案については、お手元に配付してあり

ます議案付託表のとおり所管の各常任委員会

に付託いたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

 次に、今３月会議までに受理いたしました

請願第 16 号核兵器禁止条約の日本政府の署

名と比準を求める意見書採択の請願書につい

ては、お手元に配付の請願・陳情文書表のと

おり、所管の総務産業建設常任委員会に付託

いたしますので審査願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【恩道正博君】 日程第２、これより

町政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は、１人 30分以内ですので、時間

内にまとめるようお願いいたします。５分前

及び１分前に呼び鈴で合図をいたしますので

ご容赦願います。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ９番、夷藤満議員。 

   〔９番 夷藤満君 登壇〕 

○９番【夷藤満君】 皆様、おはようござい

ます。 

 平成 30年３月会議において、町政一般質問

の機会を得ましたので、通告に従い一問一答

方式で質問をいたします。答弁に当たります

町長並びに執行部の皆様には、今後に期待の

持てる答弁をお願いいたしまして、質問に入

りたいと思います。 

 昨年暮れより２月末までの大寒波による大

雪は、日本各地で大きな被害をもたらしまし

た。大雪で被害に遭われました方々に対しま

して、心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、ことしは冬季平昌オリンピックが開

催され、夜遅くまで日本チームを応援して寝

不足になった方も多いのではないでしょうか。 

 スピードスケートでは、オリンピック記録

で優勝した小平奈緒さんを初め、女子パシュ

ートでもオリンピック記録で優勝した皆さん、

女子最終種目マススタートでは、日本人女子

で同一大会１人で２個の金メダルを取った高

木さんの活躍に感動いたしました。また、ア

イススケート男子では、２大会連続金メダル

の羽生結弦選手の活躍で日本中が感動の渦に

巻き込まれました。 

 成績は銅メダルでしたが、銅メダル以上に

話題になったのが、北海道弁でコミュニケー

ションをとり合って有名になったカーリング

日本女子の「そだねー」がとてもかわいいと

評判になりました。ことしの流行語大賞に間

違いなく選ばれると私は思います。 

 私も執行部よりたくさんの「そだねー」と

納得して答弁してもらえることを祈って、質

問に入ります。 

 私からの質問は、大きく３点の質問でござ

います。 

 まず、１点目の質問は、大雪についてお伺
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いいたします。 

 雪による内灘町の、まず初めに被害額につ

いてどれだけになったのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出功総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 ご質問にお答えい

たします。 

 今年度の雪による被害状況につきましては、

湖西地内における農業用ビニールハウスの倒

壊が６棟あり、被害額は約 380 万円となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほどは個別の被害状

況についてもう既に語っていただいたという

ことで、私、この後、総額に対して個別で農

業関連がどれだけかとか、そういうふうに質

問する予定で通告が出されていたと思うんで

すけれども、個別に答えていただいたので。

本当に、町全体としての大体大枠として幾ら

ぐらいかと。除雪費が１億 2,000 万、2,800

万円ぐらいかかったということも町民の皆様

にはっきりわかっていただけるような、そう

いった答弁を望んでいたわけでございますが、

そういった答弁ではなかったということで、

湖西地内で農業用ビニールハウス６棟が倒壊

したという報告をいただきました。 

 次に、自助・共助の協力体制についてお伺

いいたします。 

 大雪はやはり災害の一つだと思います。最

近では、除雪は町がやって当たり前のように

考えられておりますが、こんなときだからこ

そ、町民の皆様のご協力、お力添えをお借り

して自分たちの家の前は自分たちでという意

識でできるところはお願いして、町民一斉除

雪の呼びかけをなぜ速やかにやらなかったの

か。金沢市のように市民一斉除雪の呼びかけ

を町としてやってしかるべきだと思いますが、

平成 13 年の大雪の教訓が生かされていない

ことが残念です。このことについて、町の考

えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 皆様、おはようござ

います。 

 日に日に春を感じておりますが、いまだ寒

暖の差が大変激しゅうございます。皆様にお

かれましては、健康に十分留意していただき

たいと思っております。 

 それでは、夷藤議員のご質問にお答えいた

します。 

 町では、冬期間における安全・安心で円滑

な道路交通を確保するため、迅速な除雪作業

の实施に努めております。 

 ことしは 17年ぶりの大雪となり、２月８日

には内灘町雪害対策本部を設置し、２月９日

金曜日から 10 日土曜日にかけて町内一斉の

除排雪作業を实施したところでございます。 

 しかしながら、県内各地で除排雪作業が同

時に行われたこともあり、特に排雪作業を請

け負う建設業者や排雪用トラックの不足に加

え、オペレータの確保ができない状況も発生

し、作業終了までに２日間を要しております。 

 また、今回は 11 日日曜日から 13 日火曜日

にかけてさらに強い寒波が予想されたため、

町民一斉除雪などの呼びかけはいたしません

でした。 

 今後もこのような大雪の際には、気象状況

などを見きわめ、各地区町会に対し一斉除雪

への協力を呼びかけるなど、町民と行政がそ

れぞれの役割を分担した自助・共助・公助に

よる除雪体制をしっかりと構築してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 それでは、次に、１町

会１台の除雪機補助の考えについてお伺いい

たします。 

 町会単位で除雪機を確保していただき、い
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ざというときに避難場所になり得る公民館や

歩道などの地域で除雪がスムーズに行えるよ

うに小型の手押し除雪機購入に補助を出す考

えがないでしょうか、町の考えをお聞かせい

ただきます。 

○議長【恩道正博君】 銭丸弘樹都市建設課

長。 

   〔都市建設課長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市建設課長【銭丸弘樹君】 ご質問にお

答えいたします。 

 現在、町で保有している小型除雪機は 11台

で、県からの貸与１台を合わせ 12台で歩道除

雪を实施しております。 

 町では、幹線や主要道路及び学校周辺の歩

道除雪が完了後、町会からその他の歩道を除

雪するために要望があれば小型除雪機の貸し

出しを行っております。今年度は大根布区に

１回貸し出しをしております。 

 なお、町会への小型除雪機購入補助制度に

つきましては、町会区長会の意見も参考に検

討してまいります。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 町会区長会の皆様のご

意見を参考に、今後検討していくということ

でございました。速やかな検討をお願いした

いと思います。 

 次に、各学校にも小型の手押し除雪機を設

置できないか、町の考えをお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出勝浩学校教育課

長。 

   〔学校教育課長 上出勝浩君 登壇〕 

○学校教育課長【上出勝浩君】 ただいまの

質問にお答えします。 

 学校職員による除雪機操作や維持管理を考

え、現在のところは町除雪体制の中で対応し

ていきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 先生たちの機械の操作

とか、いろいろな危険性があるということで、

なかなか導入にはちょっと前向きな答えでは

ありませんでしたが、個別な案件で言います

と、向粟崎小学校などを例にとりますと、校

門から児童玄関まで約 80メートル、松任宇ノ

気線、県道から学校へ上がる坂道が約 250 メ

ートルということで、非常にこの坂道を上が

るにも融雪装置がついていないということで、

向粟崎地区３、４丁目、１丁目の子供たちが

ナルックスの陸橋を越えてこちらのほうから

通学いたします。このときにも本当に、また

この機械除雪によるアカシア団地のこのルー

トに関して、今回も非常に後回しになったよ

うなことで報告を受けております。 

 今、一部除雪――除雪といいますか、消雪

装置がアカシア団地についたことにより、機

械除雪のおくれも目立ったということでお聞

きいたしておりますが、こういった個別の案

件といたしまして、非常に長いルートを町の

機械除雪でやるということで、子供たちの危

険性も多々あると思いますが、学校内の除雪

をやっぱりスムーズにするということで、こ

ういったことの講習も先生方に対する講習も

必要かと思いますので、もう一度ご検討のほ

どお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔学校教育課長 上出勝浩君 登壇〕 

○学校教育課長【上出勝浩君】 先ほどの繰

り返しになりますけれども、現在のところに

つきましては、除雪機操作の件または維持管

理を考え、除雪体制の中で対応していきたい

と考えておりますので、ご了解ください。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 そういうことでござい

ますので。 

 小松市では、ことしの大雪を教訓にという

ことで、市内 18分団、消防分団に手押しの除

雪機が導入されることが決まったと新聞テレ
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ビで報道されておりました。内灘町にも速や

かにそういった導入がされることを祈って、

次の質問に移りたいと思います。 

 次に、消雪装置の設置基準についてお伺い

いたします。 

○議長【恩道正博君】 井上慎一都市整備部

長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ただいまの

ご質問にお答えいたします。 

 平成 25 年度に策定しました消雪整備基本

計画では、消雪配管を整備する際の選定項目

としまして、幹線、準幹線道路、急な坂道、

バス路線、通学路としての利用頻度が高い道

路、公共施設へのアクセス道路などが挙げら

れております。 

 それをもとに、平成 26年度より、休止した

水道水源を利活用した消雪施設の整備を实施

しております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 ことしの大雪で、やは

り今ほどの答弁にあったように、幹線道路と

かということとか、コミュニティバスの路線

をまず第一に確保していきたいというような

お話でございましたが、ことしの大雪で旫ケ

丘地内では、もう本当に出入り口からもう全

く町内の中が融雪装置もついていないことで、

本当に袋小路のような状態で身動きがとれな

かったと。 

 千鳥台１丁目に関しましても非常に多くの

雪で身動きがとれなかった。そして、個別に

言いますと、清湖大橋の下にあります向粟崎

２丁目地内の団地に関しましては、本当にそ

ちらまで通るまでのルートが全くなく、その

団地が孤立してしまうといったところで、そ

の上に両方から団地に上がるには坂道を上ら

なくてはいけない。５メーターから 10メータ

ーのちょっとした坂道ですけれども、全く上

れないといった形で、陸の孤島になってしま

ったというような形でございます。 

 そういったところに関して、非常に町のほ

うに問い合わせがあったんではないかなと思

いますが、今後そういったところに対しての

除雪作業についてどのようにお考えでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 今後の計画

につきましては、現在、次期計画を策定して

いるところでございます。計画案につきまし

ては、今３月会議にお示ししたいと考えてお

ります。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 なかなか尐しちょっと

かみ合ってない。前後しとるんかなとは思う

んですけれども。 

 次に、浅井戸を利用して消雪装置の設置が

できないかについてお伺いいたします。 

 休止井戸を利用して消雪装置を設置したと

きに、ポンプアップにかかる電気代など補助

できないか。 

 内灘町では、以前、町会に対して井戸の調

査を行ったことがあると伺っておりますが、

今回のように大量の雪が降ってきたときには、

消雪装置もフル回転で井戸の水量も下がり、

水の出が悪い箇所が見られたということで、

今後も消雪装置をふやしていけば必ず水不足

の問題が出てくると思いますが、それを尐し

でも補うためにこれまで各家庭で使われてい

た浅井戸を利用して消雪装置を設置できれば

現在の井戸の負担も尐しは減るのではないか

と考えますが。また今ほど、今後、消雪装置

の計画については３月議会でお示ししたいと

いう答弁でございました。このことについて、

浅井戸を利用した場合の対処方法などについ

てお伺いいたします。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ただいまの
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ご質問にお答えいたします。 

 家庭で使用している浅井戸を道路消雪用に

活用する場合、浅井戸１本当たり 10メートル

から 20 メートル程度の散水が可能と考えら

れます。 

 町では、現在、２件の民間井戸を道路消雪

用に活用しております。このうち、１件が浅

井戸で、道路の消雪のみに利用しているため、

電気料については 12 月から３月まで町で支

出しております。また、ポンプの修繕費など

の維持管理費は町で負担することになります。 

 今後、民間浅井戸の活用に際し、町会など

地域において所有者と調整が図れれば、検討

したいと考えております。 

 なお、次期消雪計画で必要となる井戸の本

数等につきましては、内灘町地下水採取規制

審議会に諮る際のほかの井戸の地下水位の低

下や塩水化の解析などが必要になるため、現

在、今後の井戸の本数についてはまだ未定と

いうことで報告させていただきます。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 それでは、次に、毎年

のようにここのルートでは問題になるのは機

具橋。機具橋の除雪、消雪装置についてお伺

いしたいと思います。 

 毎年のようにこの橋の上は降雪時において

は橋の下からと上からの冷え込みで道路の雪

が圧雪でガチガチに踏み固められ、ガタガタ

になり、雪でハンドルをとられ、すれ違いす

るのもままならないほど非常に危険なところ

でございます。この機具橋に消雪装置の設置

を強く望む声がありますが、町の考えをお聞

かせください。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 機具橋の消雪施設の設置については、金沢

市と協議をしたことはございませんが、機具

橋の除雪について、平成 28年度から金沢市と

覚書を交わし、内灘町が主に实施しておりま

す。その除雪にかかる費用の負担割合は、金

沢市と折半となっております。 

 河川水を機具橋の消雪に活用することにつ

きまして、金沢市や河川管理者の県との協議

に向け、今後、調査研究したいと考えており

ます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほど何かもう既に通

告で文書が出ておりますので、次にお聞きす

ることをもう部長は全部しゃべってしまっと

るんで、何かちぐはぐな質問になっとるんじ

ゃないかなと、ちょっと心配しておりますけ

ど。 

 私がここで、次に金沢市との今折半しなが

ら除雪に対してはやっとると。そうした場合

に、また大野川の水を利用して消雪装置を設

けることができないか検討したらどうかと伺

う予定でございました。 

 そこで、金沢市の先進地事例といたしまし

て、金沢市では既に金腐川を初めとする 34カ

所で河川水を利用して消雪装置を設置してお

ります。お隣によい見本がありますので、既

に大きな实績を上げている金沢市と速やかに

消雪装置設置に向けた協議が必要だと考えま

すが、町の考えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 失礼いたし

ました。ご質問にお答えします。 

 先ほど申し上げましたけれども、河川水を

機具橋の消雪に活用することにつきましては、

金沢市や河川管理者の県との協議に向け、今

後、調査研究したいと思っております。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 ちょっと細かいことを

言うようですけれども、この大野川に関して

消雪設置に向けての調査についてですけど、
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川は日本海とつながっておりまして、河北潟

のように湖面が凍るということはございませ

ん。常日ごろからずっと流れがとまることが

ございませんので、そういったところの川の

水温の調査など、水質調査などを行ったこと

がこれまでにあるでしょうか、お伺いいたし

たいです。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 大野川の水の水質調査関係につきましては、

町で实施したことはなく、河川管理者の県河

川課に問い合わせてみましたけれども、大野

川の水温データはないとのことでございまし

た。水温につきましてもデータございません。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 個人的に先日の大雪の

とき、５日の日に川へ行って水温をはかって

まいりました。もしそういったものがこれか

らの参考になればと思いますけれども。 

 大雪が降って 80 センチの積雪があったと

きでも水温は２度までしか下がっておりませ

んでした。マイナスにならない、零度になら

ない限り凍らないということでございますの

で、検討をして、この川の水を有意義に使え

ることができれば、本当にこれまで苦労して

いた消雪、装置を設置すれば機具橋のガタガ

タやそういったもの、金沢市とのアクセスル

ートが非常に楽になるのではないかと思いま

すので、今後、金沢市との協議のもと、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 次に、歩道除雪の定義について、町の考え

をお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 内灘町道路除雪計画では、町内一斉除雪の

際に、幹線や主要道路及び学校周辺の歩道を

町で除雪することになっております。 

 その他の歩道につきましては、町会・区会

など地域の協力をお願いしている状況でござ

います。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 それでは、通学路に対

して定義をお教えいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長【恩道正博君】 上出学校教育課長。 

   〔学校教育課長 上出勝浩君 登壇〕 

○学校教育課長【上出勝浩君】 通学路につ

きましては、児童生徒の通学時の安全確保の

ため、交通安全と防犯の観点から各学校にお

いて主な経路を通学路として定めております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほど答弁をいただき

ました。内灘町では、通学路は各学校ごとに

決められているということでございますが、

町の統一した通学路を指定する考えがないで

しょうか、また通学路の指定があれが優先し

て除雪が行えるのではないかと思いますが、

また町民の皆様にも通学路をはっきりお示し

をできるマップなどを作成する考えがないで

しょうか、町の考えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 上出学校教育課長。 

   〔学校教育課長 上出勝浩君 登壇〕 

○学校教育課長【上出勝浩君】 ただいまの

ご質問にお答えします。 

 これまで各学校が作成しております通学路

マップを用いて通学路を優先的に除雪いたし

たいと思います。 

 各町会とも通学路マップの情報を共有して

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 それでは、この項の最

後に、やはり町民の皆様の中では家の前に消

雪装置のついているところ、ついていないと
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ころでは不平等感があるのも事实だと思いま

す。同じ税金を払っているのですから、機械

除雪による場合は消雪装置のあるところより

丁寧に除雪をしていただきたいという思いで

いっぱいであります。 

 ２点目の質問に移ります。 

 ６次産業化への支援についてお伺いいたし

ます。 

 農業を１次産業としてではなく、加工の２

次産業、サービス、販売の３次産業まで含め、

１×２×３で６次産業と。これからの農業の

可能性は非常に広がるものと考えております。

こういった中、このマーケットは壮大なもの

で、今、この産業に対する考えについて、町

の考えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 私は常々、「明るく元気な町」を唱えてお

ります。明るく元気な町を継承していますの

で、明るく元気なまちづくりをするためには

やはり６次産業が大変重要だと考えておりま

して、６次産業に対する補助金もお出しをし

ております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほど町長からは、６

次産業が非常に町にとっても有意義で大切な

ものだということで、補助金を出していると

いうことで实績を上げておられるというよう

なお話でございました。 

 また、商品化されたもの、商品化されてい

ないものでいいますとどのようなものがある

でしょうか、お伺いしたいと思います。 

 ミルク王国にいたしましては、町内の食品

加工されているところに対してすごい大きな

範囲でのミルク王国ということで、また西荒

屋で内灘餅というピーナッツ餅、そして「砂

丘の真珠」というラッキョウを製作している

団体がございます。活動報告や売り上げ状況

は町に報告されているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 先にちょっとつけ加えさせてください。 

 先ほどの補助金につきましては、平成 26年

から 28 年は３団体に、また 29 年度につきま

しては２つの団体にそれぞれ 20 万円の補助

金の交付を行っております。 

 また、先ほど商品化されているものにつき

ましては、西荒屋営農促進会が生産する内灘

餅のピーナッツまる餅、とぼ餅、かき餅と、

おいＣまち内灘によるラッキョウ甘酢漬けの

「砂丘の真珠」があります。 

 商品化されていないものとしましては、フ

ォーマーズ北部開発が生産しておりました

「スティック芋菓子」がございます。 

 また、年度ごとに補助事業实績報告により

報告いただいております。 

 ちなみに、西荒屋営農促進会では、平成 28

年度売り上げですけれども、約 490 万円。お

いＣまち内灘では、平成 28 年度売上高約 30

万円でございます。 

 つけ加えますと、ラッキョウの砂丘の真珠

というのは大変高評をいただいておりますし、

ピーナッツ餅も大変高評をいただいておりま

す。 

 金沢市からも買い求めに来る方も大勢おい

でます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほど生産されている

ものとされていないもの、非常に芋菓子に関

してはまだまだ研究されて、今後の課題かな

というふうに思っております。 

 また、西荒屋でつくられている餅関連に関

して３種類ということと、またおいＣまち、



 －20－ 

ラッキョウのほうは非常に人気があるという

こともお伺いいたしました。 

 やっぱりこの報告を受けた上でお伺いする

んですけれども、農地利用 

について、遊休農地を利用して落花生やラッ

キョウを作成する人たちに商品の生産を図っ

た人たちに対して補助をして、町全体で商品

化された品物を後押しをし、生産力を上げる

ことにより商品の安定化が図れると思います。

よい品を幾らつくっても、一般に流通してい

るものよりも値段が高いと、やはり高ねの花

となってしまい、努力してつくったものが売

れ行きが悪いとつくる人が減ってしまうと思

います。 

 ブランド力の向上を図り、生産者の意欲を

も高めるため、向上させなくてはならないと

思いますが、町の考えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 遊休農地の利活用につきましては、耕作放

棄地の発生防止の観点からも重要な問題であ

ると捉えております。 

 町の特産品の材料として使用する作物を生

産する人への助成につきましては、特産品の

生産者団体の生産能力とも関係してくるため、

生産者団体と協議しながら今後検討してまい

りたいと思っております。 

 また、商品化された「内灘餅」と「砂丘の

真珠」につきましては、町の特産品として、

あらゆる機会を通じてＰＲに努め、内灘ブラ

ンドとして今後確立させたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほどの町長の答弁で、

積極的に支援をしてまいりたいというような

お話でございました。 

 私からは、具体的な支援について、販路拡

大に町の協力体制についてお伺いいたします。 

 最近、西荒屋でつくられています「内灘餅」

を初めとする品物が、尐しずつではあります

が、金沢市内でも、今ほど町長言われたとお

り浸透してきているように思われます。 

 内灘以外の人でも、内灘の町内の人でさえ、

どこに売っているのか、まだまだわからない

という方がたくさんおられます。地域おこし

としてつくられたピーナッツ餅で町の特産品

として、しっかり後押しをすべきだと思いま

す。 

 そこで、改めてお聞きいたしますが、公共

施設での販売をしてはどうかと思います。多

くのリピーターをつくること、つくれる環境

のある場所で販売することが成長できるか、

はたまた、そこまでで終わってしまうかとい

う大きな分かれ道だと思います。しっかりリ

ピーターの胃袋をつかむことが第一でありま

す。 

 そこで、例えば、ほのぼの湯や役場庁舎６

階のラウンジ、サイクリングターミナルで特

産品のブースを設けて販売する考えがないで

しょうか、町の考えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 ピーナッツ餅は、現在、役場６階展望ラウ

ンジ、道の駅サンセットパーク、サイクリン

グターミナル、金沢医科大学病院の売店、そ

してＪＡグリーンかほくで販売をされており

ます。 

 また、ラッキョウ甘酢漬の「砂丘の真珠」

は、道の駅サンセットパーク、サイクリング

ターミナルで販売されております。 

 町では、ふるさと納税の返礼品としての「ピ

ーナッツ餅」や「砂丘の真珠」を採用してお

ります。 

 議員おっしゃったとおり、今後、展望温泉

ほのぼの湯での販売につきましては、ブース
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もしっかり設けて前向きに検討していきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 それでは、地元の特産

品を積極的に販売していくということで、今

後、町の協力をしっかりと後押ししていただ

きますように、よろしくお願いをいたしまし

て、３点目の質問に移りたいと思います。 

 東京オリンピック自転車競技の選手受け入

れについてお伺いいたします。 

 内灘町で紹介ＤＶＤを海外向けに外国語や

英語に吹きかえしたり、字幕スーパー入りの

ものにつくりかえて海外誘致に乗り出す考え

がないでしょうか、町の考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長【恩道正博君】 助田有二生涯学習課

長。 

   〔生涯学習課長 助田有二君 登壇〕 

○生涯学習課長【助田有二君】 ご質問にお

答えいたします。 

 自転車競技の合宿誘致につきましては、大

会組織委員会の定める事前キャンプ候補地に

登録するためには、各競技において施設に係

る必須要件があり、250 メートルのトラック

やセキュリティ完備の自転車保管場所などを

備えることとなっております。 

 県立自転車競技場は 400 メートルトラック

であり、組織委員会の定める要件を満たして

いないため申請はできません。したがいまし

て、合宿誘致のためのＤＶＤ作成につきまし

ては考えてはおりません。 

 しかしながら、北陸新幹線効果によりまし

て、国内外からの多くの観光実が金沢を訪れ

ております。内灘町への誘実を促進するため、

外国語版、英語版の町紹介ＤＶＤにつきまし

ては検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 今ほどの答弁ですと、

オリンピックの海外誘致については、施設の

要件などさまざまな問題をクリアしなくては

ならないということから、条件がたくさんあ

るということで残念に思います。 

 今お聞きした多くの課題、施設整備などは

今後どのような大会が催されるかわかりませ

んので、今回調べたことが必ず役に立つ日が

来ると思いますので、アンテナを高く張り、

ありとあらゆる取り組みを今後も続けていた

だきたいと思います。 

 ここで、誘致に成功した一事例を紹介した

いと思います。 

 以前、常任委員会で視察に行った大分県日

田郡中津江村のことを尐し紹介したいと思い

ます。 

 皆さんも記憶に残っているかわかりません

が、日韓ワールドカップで列島が沸いた 2002

年、この年、大分県日田郡にある中津江村と

いう人口 1,000 人にも満たない小さな村が、

日本中の話題をさらったということでござい

ます。このときの村長さんが、強い覚悟と決

断のもと、村長さんみずから広告塔となり、

誘致に取り組んだということが紹介されてお

りました。 

 私たちもその場所へ行って村長さんのお話

を聞き、そしてこういったときにはやはり町

長、そして町の執行部の皆さんが一丸となっ

て取り組むということが非常に大切なんだな

ということを学んでまいりました。今後、あ

りとあらゆるものに対して力いっぱいの町の

協力体制のもと、いろいろな大会が誘致され

ることをお祈りいたしまして、次のことを聞

きたいと思います。 

 次に、自転車競技場についてお伺いいたし

ます。 

 老朽化が進む自転車競技場は、昭和 60年に

は全国高校総体が行われ、平成３年には石川

国体が行われるなど、内灘町にある唯一の県

の施設であります。これまで競輪選手、小嶋

敬二選手を初めとするアスリートを生み出し
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てまいりました。 

 午前は競輪選手の練習風景が見られること

もあり、また変わり種自転車のレンタルがで

きることで家族やカップルでにぎわって明る

く元気な声が聞かれましたが、今はどうでし

ょうか。競技場そのものが老朽化が進み、変

り種自転車も古くなり、多くが壊れていると

いうことで、今後、町としてこの施設をどの

ようにしたいと考えているのでしょうか。 

 あくまで県の施設で町には関係ないという

のでしょうか。それとも、我が町にある唯一

の県の施設でありますから、県に対して強い

姿勢で改修整備を要求していく考えがないで

しょうか、町の考えをお聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 田中義勝教育部長。 

   〔教育部長 田中義勝君 登壇〕 

○教育部長【田中義勝君】 お答えいたしま

す。 

 県立自転車競技場は、建築後 40年近く経過

しております。今年度、管理棟の改修工事が

行われておりますが、トラックは経年务化に

よる亀裂も出てきており、万全な状態ではご

ざいません。 

 また、変り種自転車やジュニアロードバイ

クなどの貸出用自転車も傷んできております。 

 町では、指定管理者の内灘町公共施設管理

公社とともに、これまでも県に改善要望を出

してきておりましたが、さらに強く働きかけ

ていきたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 非常に力強い部長の答

弁でございました。これからも粘り強く県に

対して整備促進をお願いしていっていただき

たいと思います。 

 質問の最後に、町長さんは、事あるごとに

内灘町は「自転車の町」と標榜されておりま

すが、ここで改めて内灘町独自でぜひこの機

会に「自転車の町」を制定して、より一層自

転車を愛し、自転車に家族で触れ合える機会

を設けてはいかがでしょうか、町の考えをお

聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 田中教育部長。 

   〔教育部長 田中義勝君 登壇〕 

○教育部長【田中義勝君】 お答えいたしま

す。 

 町では、サイクルロードレース大会やツー

ルドのと 400、家族で自転車に親しむサイク

ルフェスティバルなど各種大会が開かれてお

り、町民の方々に自転車に触れ合う機会や魅

力を発信しているところでございます。 

 町独自の「自転車の日」制定につきまして

は、他の自治体の取り組みを調査研究してま

いりたいと、このように考えております。 

○議長【恩道正博君】 夷藤議員。 

○９番【夷藤満君】 それでは、最後に一言。 

 ３月９日から始まる冬季平昌オリンピッ

ク・パラリンピックの成功と、出場される選

手の皆様のご検討を心よりお祈り申し上げま

すとともに、この大会に出場するさまざまな

選手の皆さんに対して、このスタート地点に

立てた喜びを胸に刻み、すばらしい成績を目

指して頑張っていただきますようご祈念申し

上げます。 

 ここで１句、「何事も 努力なくして ゴ

ールなし」「何事も 努力なくして ゴール

なし」。 

 これで私の一般質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【恩道正博君】 11 番、中川達議員。 

   〔11番 中川達君 登壇〕 

○11番【中川達君】 皆さん、おはようござ

います。 

 傍聴の皆さん、大変ご苦労さまでございま

す。 

 平成 30年３月当初議会におきまして、一般

質問の機会を得ましたので、下手な質問では

ございますけれども、執行部におかれまして

は、きょう大勢の傍聴の皆様がお越しになら

れておりますので、わかりやすく丁寧な答弁
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をご期待申し上げまして、一般質問を行わさ

せていただきます。 

 まず最初に、先般、先ほど夷藤議員もお話

にありましたとおり、韓国におきまして平昌

冬季オリンピックが開催されたわけでござい

ますけれども、世界のアスリートの皆様がそ

れぞれのわざと技術を結集し、大いに国民、

世界中の民が感動を覚えたところでございま

す。 

 特に我が日本国におきましては、過去最高

の 13個というメダルを勝ち取り、世界に日本

のスポーツ、そしてアスリートの質の高さを

見せつけたんではなかろうかと、このように

思い、心から喜んでおる次第でございますし、

また引き続きこの後行われますパラリンピッ

クにおきましても大きな成果を得るようなご

期待を申し上げます。 

 と同時に、先月大きな豪雪がこの北陸地方

を襲いました。そういった中で、流通の延滞

により、大きな弊害が連日報道されておりま

す。 

 そしてまた、農家におけるハウスの倒壊

等々で生産物ができない、生産物がおくれる

という大きな甚大な被害が新聞等で報道され

ており、また人的な被害もあったかと聞いて

おります。 

 不幸にして亡くなられた皆様方、そしてま

た災害に遭われた皆様方に対しまして心から

のお悔やみとお見舞いを申し述べさせていた

だき、ただいまから質問に入らさせていただ

きますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず最初に、北部開発についてでございま

す。 

 北部開発におきましては、この放水路の築

造といいますか、放水路の供用により内灘町

が南北に大きく分かれたわけでございます。

南部のほうは、既に都市化をされ、住宅団地

としてすばらしい住宅計画があらわれており

ますけれども、北部のほうにおかれまては、

非常に大きな格差が一時発生したわけでござ

います。 

 歴代の首長さんも何とかこの北部に対する

均衡あるこの町の形態づくり、そしてバラン

スのとれた内灘のまちづくりという名のもと

で時間がかかりましたけれども、総合公園あ

るいはまたその周辺施設の整備、そしてそれ

から後に白帄台という大きな団地造成を県の

努力の中で図ってきたわけでございます。 

 そういった中で、川口町政のもとで、本年

度は当初予算にも載っておりましたけれども、

白帄台のインターチェンジの築造、そしてま

たこの北部にかける思いで町長は今一生懸命

に予算化もし、具現化もしておる中でござい

ますけれども、やはりこの大きな西荒屋、そ

して宮坂、审に係るこの上の農業用地、ここ

が最大の大きなこれからの方向性になるんで

はなかろうかと思っております。 

 そういった中で、今、川口町長におかれま

しては、この畑地の農業基盤の整備をどのよ

うな構想で描いているのか、大きな夢を持っ

ていると思いますので、その夢の一端をお聞

かせいただければ幸いかと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 北部開発は、内灘町の長年の懸案事項であ

りました南北の均衡ある発展を図るためにも、

現在、北部開発促進協議会という団体を設立

し、活動しております。 

 町では、平成 26年に当協議会から提言を受

け、平成 27年、内灘北部地区基本構想を策定

し、現在、（仮称）白帄台インターチェンジ

の整備、白帄台小学校の建設などの事業を進

めているところでございます。 

 北部開発促進協議会では、この基本構想を

町だけで進めていくのではなく、町と連携協

力しながら、将来の北部地区のあるべき姿に

ついて、協議会みずからも調査研究をしてお
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ります。 

 近年の主な活動内容は、西荒屋地区におけ

る地区計画策定への参加、また北部地区農業

振興策の具現化に向けた国への要望活動のほ

か、関係機関から情報収集を行い、町ととも

に調査研究を行っている次第でございます。 

 また、農業基盤整備につきましては、北部

開発の農業基盤整備には、道路、砂防、農業

施設などさまざまな事業が複雑に関係してま

いります。 

 そのため、本年度は北部開発促進協議会と

ともに、１月には北陸農政局に対し、複雑に

関係する事業の課題を説明してまいりました。

また、県選出の国会議員の先生方へも要望活

動を行ってきております。 

 このような中、どのような事業手法を採用

すれば有利となるかなど情報収集に努めてい

るところでございます。 

 町といたしましても、県に対しまして情報

収集を努めているところでございます。今後

もこの事業の具現化に向け、鋭意しっかりと

取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 今ほど北部開発促進協

議会という名前が出たわけでございますけれ

ども、当然、北部地区の、それぞれの地区の

有識者、そして行政、そして議会からも出て

いると認識をいたしておりますけれども、こ

の北部促進協議会が過去いろいろな形で地域

の問題、あるいはまたこれからの方向性を示

している中、今ほど要望活動という形も聞い

ております。この促進協議会がさらなる大き

なしっかりとした組織になるべく、やはり地

域の有識者も大事ですけれども、ひとつ、そ

ういった、そういう施策に明るいコンサルで

あれ、あるいはまた県においでた、あるいは

役所においでたＯＢの、役場を出たＯＢの方

がいらっしゃると思うんですけれども、そう

いう学識経験者も入れて、さらなる大いな枠

づくりでそういった事業活動をすればどうか

なという思いがあったもんで質問するんです

けれど、町長、この辺はどのようにお考えか、

お聞かせください。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 今現在の北部開発につきましては、農業基

盤整備を主とした開発を考えております。そ

のために、先ほども申し上げましたが、北陸

農政局、そしてまた県央農林などにも相談を

しております。 

 中川議員おっしゃったとおり、今後、専門

家の頭脳が必要かなと思っておりますので、

そういう協議会といいますか、そういう会議

の設置のほうも考えていきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 ぜひよろしくお願いを

いたします。 

 それで、やはりあそこの基盤整備をこれか

らするということになりますと、当然、多く

の地権者、そして町有地もある中、やはりそ

の整備、大きな基盤整備ということになりま

すとこれから当然、あそこは内灘に限られた

農用地という規定があるわけで、団地開発と

いうのはまず無理だと私は認識をいたしてお

ります。 

 そういった中で、やはり町長、例えば農業

パークとか、あるいは大規模集積農家とか、

そういった形でこれからやはりグローバルな

農業経営というものも必要かと思っておりま

すし、当然、担い手不足という中で、それぞ

れの農家の方が高齢化をして、なかなか農業

専従ができないという現況を報道等で示され

ておるわけでございます。 

 そういった中で、大きな企業は、地権者か

ら借りて大規模なそういう農業プロジェクト
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であれ、農業参入ができるような方向性を町

長、ひとつ考えていただきたいと思っており

ますし、また、当然この西荒屋、大根布もそ

うなんですけれども、後ろには危険崖地とい

う崖地の問題が避けて通れないわけでござい

ます。 

 この西荒屋は特にひどく、後ろは丘陵坂に

なっておる関係上、この危険崖地を何とか取

り払うということになりますと、当然、道路

の線引きが必要かなと。道路の線引きをする

ということは、やはり地権者の土地に入ると

いう形で、そして当然、土砂の問題も絡んで

くると私は認識をいたしております。 

 その土砂をどういった形で利用できるのか

なという考えもございますので、町長、その

考え方を、これから私はこういう形でという

形を审の町民、北部の方も来ていらっしゃい

ますので、町長、大きな一つ方向性と夢を語

っていただければ幸いかと思っておりますの

で、よろしくお尋ねをさせていただきます。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 まず最初に、崖地の解消及び既存道路の振

りかえにつきましては、先ほどの農業基盤整

備事業が大きくかかわってきてまいります。 

 町では、まず農業基盤整備について、国な

どから有利となる事業について情報の収集に

努めているところでございます。 

 その具現化にめどがつきましたら、崖地の

解消、既存道路の振りかえもあわせて取り組

んでまいりたいと考えております。 

 また、現在検討しております農地基盤整備

を实現するためには、先ほど中川議員おっし

ゃったとおり、大量の残土処理、また既存道

路の振りかえ、地域外にある崖地の解消、ま

た老朽化した用排水施設の更新などについて

も同時に検討していく必要がございます。 

 この基盤整備の手法といたしましては、農

地中間管理機構を活用した事業、組合を組織

した事業などがあり、どちらの事業において

も一長一短がございます。 

 メリットといたしまして、農地中間管理機

構は地権者の費用負担がないこと。組合組織

では、現在検討しております地盤高で整備を

進めることができます。 

 今後、さらに情報収集を行い、北部開発促

進協議会とも連携し、鋭意取り組んでまいり

たいと思っております。 

 また、担い手の発掘のほか、整備後の農業

経営安定化のために、砂丘地に適した作付品

種の検討及びブランド化や、砂丘地環境を生

かした観光農業の推進についても検討が必要

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 非常に大きな夢を語っ

ていただき、やはりあそこは観光農業、そし

てまた集積農業という形で整備をされること

を私は大きく望んでおりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 それでは、今、西荒屋地区の地区計画とい

うものをちらっと私は聞いておるわけでござ

います。この内灘町を形成するに当たり、や

はりこの大地の下の旧の集落と申しますか、

住民の皆様が額に汗をして、遠くは北海道、

そしてまた下は山口まで出稼ぎに行きながら、

この自分たちの不毛と言われた大地をしっか

りと守ってきた中、今日の内灘のまちづくり

の形成があるわけでございます。 

 そういった中で、きょう、下の県道沿いの

集落の皆様のそれぞれの集落におきましては、

特に北部のほうは非常にその空き家といいま

すか、空き地、そしてまた高齢化に伴う人口

の減尐が若干著しいような気がいたしており

ます。 

 そういった中で町長のご努力でこれから西

荒屋地区において地区計画の変更といいます

か、そういったものが今声高に叫ばれており、
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近い将来にそういう形になるんではないかと

いう形を聞き及んでおりますけれども、この

地区計画について、どのような内容になって

いるのか、お聞かせをしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 市街化調整区域における地区計画は、集落

の活力維持を目指すことを目的としており、

西荒屋地区において有効な手法であると考え

ております。 

 かみ砕いて言いますと、市街化調整区域は、

例えば金沢から市街化調整区域で土地を購入

して家を建てることができないと、そういう

縛りがございます。それを排除するのがこの

地区計画でございます。 

 地区計画の取り組みは、平成 28年から西荒

屋区と協議を開始し、これまでメリット、デ

メリットについて理解を深めてきました。 

 それと並行し、町では西荒屋区と調整した

地区計画の範囲、建築物の制限などについて

県と協議を重ねてきております。 

 平成 29年度は、西荒屋区と協議を重ねた地

区計画の素案を作成し、区役員の方々、地区

計画の対象者の方々へ順次説明し、説明会参

加者から理解を得てきました。 

 また、説明会に参加できなかった方々へは、

地区計画に関するお知らせ、アンケートを通

じ周知を図ってきたところでございます。 

 今後は、計画区域関係者からの同意のもと、

また県との協議を重ね、策定に向けて鋭意取

り組んでまいりたいと思っております。 

 西荒屋で地区計画が終わりましたら、また

宮坂、审へと進めていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 今ほど答弁ございまし

たけれども、やはりこの一番ネックになって

いるのは、この市街化調整区域という、こう

いう縛りがあるがゆえに、金沢からこちらへ

来たい、あるいはまた買い求めたいと言って

もなかなかできない規則になっている箇所な

んですけれども、これが今地区計画という中

で、当然、町長も答弁におっしゃったとおり、

金沢からあるいは町内外からここへ来てうち

を建てようという形で、いい、非常にすばら

しい案だと思います。 

 早急にこの計画をまとめて、やはり人口を

大きくふやさないとこの西荒屋地区におきま

しても、やはり学校もありますし、この学校

に何とか子供たちがにぎわいを、多くの子供

たちが学校から育つような現状というものを

再びよみがえらせるべきことだと思っており

ます。 

 今、鋭意、県との協議という形を聞きまし

たけれども、町長、ひとつ、その県のほうで

これくらい、例えば県道からこれぐらいしか

認めてやらんよという協議の話し合いの中が

あると思うんですけれども、やはり西荒屋の

奥はまだまだ畑もたくさんあるわけでござい

ます。そういったことをこの県道沿いだけで

うちの認可じゃなくして、ひとつ後ろにも道

路１本つけて、後ろも全て住宅団地にすれば、

あそこには約 80、100 という数字の住宅団地

が生まれるわけでございます。当然、そうい

った、今ハウスメーカーさんも空き家がない

か、シェアハウスがないかとかって、いろん

な声、高らかに叫ばれておる中、町長、いま

一度、県当局にしっかりと要望していただい

て、ご尽力をいただきたいと思いますけど、

よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次の質問でございますけれども、

今の宮坂から西荒屋のほうへの道路がついて、

今から西荒屋のほうへつなげるという宮坂 17

号線という形で道路が延びるわけでございま

すけれども、今年度の予算にも計上されてお

りますけれども、この延長、そしてどれだけ



 －27－ 

の事業内容なのか、簡単で結構ですから教え

ていただければ幸いかと思っております。よ

ろしくお願いします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 現在ある町道宮坂 17号線は、宮坂区民から

道路用地の寄付を受け、昭和 58年度から道路

整備が進められてきました。 

 これにより、道路沿いの土地に分家住宅が

建てられ、地区の活力維持、また集落からの

避難路の役割も有する整備になったと認識を

しております。 

 計画をしております宮坂 17 号線の延伸は、

宮坂・西荒屋地区を連絡する役割を持つこと

から、道路網としても大変重要な道路と位置

づけております。 

 平成 30年度は、未整備区間約 660メートル

のうち、用地寄付を受けた約 230 メートルの

区間において工事に着手する計画であります。 

 また、残りの区間約 430 メートルにつきま

しても、北部開発促進協議会とともに、地権

者に対し事業の必要性、用地提供について理

解、同意を得る交渉を引き続き行ってまいり

たいと思っております。 

 将来的には、この宮坂 17号線を审までつな

げたいという希望でおります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 今ほどやはり地元の地

権者のこの道にかける思い、そしてその土地

の寄附行為によってこの道路が進んでいくと

いうことでございますので、町長もおっしゃ

ったとおり、审までしっかりと、なるべく早

くつないであげればなという思いでございま

すので、よろしくお願いをいたしまして、次

の質問に入らさせていただきます。 

 次に、南部開発についてお聞きをいたしま

す。 

 町長もこれ、かねがね湘南の海、そういっ

たものにこの海をしたいという形の中で、内

灘海岸のにぎわい創出の内容と今後の方向性

という形でひとつこれまた町長の思いをお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 やはり内灘っていえば海ではないかなと思

っております。そのような中、内灘海岸のに

ぎわい創出につきましては、町では昨年、半

世紀ぶりとなる町営の海水浴場を開設し、多

くの若者や家族連れでにぎわい、大変好評を

いただいているところでございます。 

 また、北陸新幹線金沢開業以来、多くの観

光実が石川県へ訪れるようになり、内灘町に

おいても外国人観光実が歩いて内灘駅から内

灘海岸に向かう様子が多く見受けられるよう

になりました。 

 こうした中、町では、今年度、内灘海岸賑

わい創出事業基本構想について検討委員会で

議論を進めております。 

 この委員会では、内灘海岸の活性化やにぎ

わい創出に向けて、新たな観光拠点施設や海

岸へのアクセス向上などについて、さまざま

な立場からご意見をいただいているところで

ございます。 

 一方、内灘海岸におきましては、国有地で

あることに加え、海岸法などの制限を受ける

区域ともなっております。 

 町といたしましても、内灘海岸は貴重な観

光資源であり、町の活性化や交流人口の拡大

を図る上でも、内灘海岸ににぎわいを創出す

ることは大変重要であると考えております。 

 今後、この基本構想の策定を踏まえ、関係

機関と協議を重ね、事業の具現化に向けて努

力してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 今ほど町長の思いを聞

きましたけれども、昨年ですか、あそこに従

来あった浜茶屋の問題が新聞等々で報道され

ておりますけれども、今現在、県のほうとど

ういった地権者といいますか、地主等の話に

なっているのか、そしていつごろその取り壊

しのめどなのか、町のほうでそういうことを

報告を受けているのかいないのか、受けてい

たらどういう内容なのか、時期等をお聞かせ

いただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 内灘海水浴場の浜茶屋につきましては、土

地占用の問題で、現在、石川県と内灘海岸海

の家管理組合が裁判中でございます。３月９

日に判決が出る予定とお聞きしており、今後

のその動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 ３月９日ということで

ございます。早く解決すれば、これからの方

向性がしっかりと目に見えてくるんではなか

ろうかなと、こう思っております。 

 この南部開発についてですけれども、随分

前ではございますけれども、今のあるコンフ

ォモールですか、あそこの開発に伴う仮設の

道路が、たしか仮設の道路だと思うんですけ

れども、放水路からずっとあそこに道路が１

本入っていたわけでございますけれども、現

在、砂の侵食、砂がかぶってほとんど通行で

きないという状況の中、先ほど町長もおっし

ゃるように、県内外から大勢の皆様がこの内

灘の大きな砂丘を見学に来る観光実がふえて

おります。 

 そういった中、粟崎の内灘海水浴場から、

今現在、その放水路までいま一度道路を尐し

整備をして、あそこの砂を全体的に尐し押し

下げて、このサイクリングでいいですし、遊

歩道でもいいですし、そういった構想で道路

を１本、もう一度復元してみればどうかなと

このように思います。また、防潮水門もおか

げさまで 300 メーターですか、河北潟寄りに

水門移設ということで、現在、設計に取りか

かっておると聞き及んでおります。その暁に

は、やはりこの 300 メートルの間のその地元

のその用地の観光資源化に、例えば釣り堀と

か、そういった形での計画をしてみてはどう

かなと、このように思っておりますけれども。 

 町長、この道路のもう一度復元しようとい

う問題、そしてまたこの防潮水門の跡地にど

ういった利活用ができるかなということを尐

しお尋ねしたわけでございますけれども、町

長のお考えをお聞かせいただきます。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 議員ご指摘の内灘海水浴場付近から放水路

までの海岸沿いの道路につきましては、県が

海岸の護岸整備や内灘高校建設の際に、工事

車両が通るために設置した仮設道路でござい

ます。 

 現在、議員おっしゃるとおり、この道路は

砂に埋もれており、一般車両は通行できない

状況でございます。 

 町としましても貴重な観光資源である内灘

海岸、内灘砂丘を生かし、交流人口の拡大や

地域経済の活性化の实現を目指すためにも、

海岸一帯の整備は大変重要と考えております。 

 今後、さらなるにぎわい創出を図るため、

内灘海水浴場付近から放水路までの海岸道路

の延伸についてしっかりと検討してまいりた

いと考えております。 

 その道路ができたら、その道路から見る夕

日は大変すばらしいものと今想像をしており
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ます。 

 もう１点、防潮水門についてお答えをいた

します。 

 河北潟周辺地区では、国営総合農地防災事

業が現在計画されており、国営事業の实施に

ついて関係する２市２町で国、県へ要望活動

を行っているところでございます。 

 防潮水門の移設につきましては、この国営

事業の中で検討しているもので、現在よりも

河北潟側へ移設される予定と聞いております。 

 防潮水門周辺を釣り公園などとして整備す

ることにつきましては、大変夢のあるお話で

ございますので、今後、内部のほうでしっか

りと調査してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 ありがとうございまし

た。 

 この拡大している粟崎の海岸線でございま

すけれども、現在、里山海道からですかね、

約 300 メーターあるいは 350 メーターと言わ

れるくらいまで砂が金沢港の築港により、砂

がふえているわけでございます。 

 全国広しといえども、これだけ大きな砂丘

地、そうそうあるところはございません。よ

く観光実もこの砂、特に先ほど町長おっしゃ

ったように、夕日が見たいという、この夕日

がすばらしい景色だそうでございます。 

 こういった中、この砂丘地を何とか利活用

できないか、そういったことをいろいろ議会

の皆さんとも相談をいたしておりますけれど

も、やはりこの砂丘地をただ眺めるだけ、歩

くだけではなくして、ひとつここに大きな夢

を抱いて緑化構想をしてみてはどうかなと思

います。 

 緑化構想、例えば塩水に強い芝とか、そう

いった植物がたくさんいろいろな形であるそ

うでございますので、飛砂とか、そういった

ものの対策にも役立つ、あるいはまたその芝

の上で寝転がって家族が遊ぶ、そしてまた夜

になればシアターが見れると、そういったこ

とも考えられる一大観光地としてのにぎわい

創出ができるんじゃないかなと、このように

思っております。 

 ただ、そういったときに、やはりあそこは

内灘町と金沢市が絡んでおりますので、先般、

金沢市の方ともひとつこういった形で夢をお

互いに共有しようじゃないかという話もして

いましたら、ぜひそういう形になればいいな

という考えがございました。そういった中で、

やっぱり行政としてこの緑化の問題、そして

また金沢市とこれからやはり連携を持って、

この内灘の砂丘をどうしてやっていくか。 

 当然、先ほど町長おっしゃるように国有地

ですから、県の管轄区域なもんですから、県

がどのようにこの内灘町を認識させるか、そ

こがこれから町の手法にかかってくる、そう

いったときには金沢市とぜひ連携をして、し

っかりと県当局に訴えて、この雄大な砂丘地

の利活用、そしてにぎわい創出のためにひと

つご尽力いただくようにお願いをします。 

 そしてまた、先ほどおっしゃった２つのお

話をさせていただきました問題について、町

長の見解をお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 中川議員ご提案の緑化構想につきましては、

大変おもしろいと私今感じております。 

 しかし、先ほども申し上げましたとおり、

内灘海岸一帯は海岸法等の規制を受ける区域

でございます。緑化にすることがよいのか、

自然の砂丘のままがよいのか、今後、しっか

りと検討をしてまいりたいと思っております。 

 また、金沢市との連携につきましては、町

の海浜美化清掃に合わせ、隣接する粟崎町会

においても海浜清掃を行うなど連携し、海浜

美化に現在取り組んでいるところでございま

す。 
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 また、粟崎浜においても、内灘海岸と同様

にサーフィンなど多くのマリンスポーツが行

われております。こうしたことからも、内灘

海岸から粟崎浜までは一帯となった海岸とし

て捉えております。 

 今後、町の貴重な観光資源であります内灘

海岸の活性化について、金沢市とどのような

連携が可能なのか検討してまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 ぜひ残されたこの大き

な内灘の遺産――遺産といいますか財産です。

そして観光資源でございますので、しっかり

と、私たちも一生懸命になって後押しをさせ

ていただきますので、国あるいは県へ訴えて

いただきたい、このようによろしくお願いを

いたします。 

 次の質問に入らさせていただきます。 

 次は、河北潟の利活用についてお聞きをい

たします。 

 現在、河北潟は漁業権の放棄等々で漁業権

の規則がないという中で、この河北潟に今現

在、どのような規制があるのか、お聞きをい

たします。 

○議長【恩道正博君】 上出孝之副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 ご質問にお答えし

ます。 

 河北潟は二級河川大野川に含まれ、石川県

が河川管理者となっております。そのため、

河北潟内水面の占用、使用につきましては、

河川法により制限されております。また、漁

業権は昭和 38年に消滅しております。 

 そのほか、河北潟の自然環境を守りながら

利用するために、河北潟湖面利用協議会が平

成 22 年に策定した河北潟の湖面利用ルール

があります。このルールでは、野鳥の繁殖地

を侵さないよう区域を定めて、モーターボー

トの乗り入れや釣りの自粛などが求められて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 そのような縛りがある

ということは、やはり自然環境が大事という

ことで、余り人的なそういったものはできな

いという認識でよろしいでしょうか。その観

光資源的なことでですね。 

○議長【恩道正博君】 上出副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 ただいまのご質問

にお答えします。 

 河北潟で、例えば人的な貸しボートとか、

例えば仮に遊覧船だとか、そういうようなも

のを事業として行う場合には、河川管理者で

ある石川県の河川占用許可が必要ということ

になっております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 やはり河北潟も考え方

一つによっては大きな観光資源になると思う

んです。 

 きのうの夕刊に、北國新聞の夕刊にちらっ

と出ていたんですけれども、やはりこういう

湖面に浮かべるホテル、こういう一戸建ての

まあるいボールのようなホテルが湖面に浮か

べるのが新聞に出ているんです。そういった

中で、やはり河北潟というのは波も何にもな

いところでそういった企業、これはあくまで

も民活ですけれども、民営、民活でこういっ

たホテルのこういう青空の見える、そして周

りに野鳥がおり、ツルも若干いるという、そ

ういった開発行為というものもこれから望ま

れるんではなかろうかなと、このように思っ

ておりますので、そういった暁にはひとつよ

ろしくご尽力いただきたい。 

 例えば、そういった企業が参入したいとい

うことがあれば、ひとつ、先ほどのお話じゃ

ないですけれども、県と協議ということでご

ざいますので、ひとつご尽力をいただきたい
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と思っておりますので一般質問させていただ

いたわけでございます。 

 なお、あそこの浄化問題なんですけれども、

余りはかどっていない形でございますけれど

も、県当局もいろんな形で試行錯誤しており

ますけれども、やはり基本的な、抜本的な対

策措置がないと、この浄化というのはなかな

かできないと思うんです。 

 そういった中で、県のほうへも、副町長、

ひとつしっかりと２市２町のためにこの浄化

問題にちょっこ取り組んでいただければなと

思っておりますので、ひとつよろしくお願い

をいたします。 

 時間がないもんですから次の質問に入らせ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、白帄台商業施設についてお伺いをい

たします。 

 今現在、白帄台地区におきまして、町長お

話のとおり、すばらしい小学校も新築なされ、

そして今、県のほうも戸別住宅というのか、

戸建て住宅というんですか、そういった形で

町も今数棟建てるわけでございますけれども、

県のほうでどれだけ、そして町のほうでどれ

だけ、そして完成の暁には約人口がどれくら

い入るのか、どれだけの町になるのか、聞か

せていただきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 銭丸都市建設課長。 

   〔都市建設課長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市建設課長【銭丸弘樹君】 白帄台公営

住宅団地につきましては、昨年 11 月 22 日に

県営住宅第１期分、15 棟 30 戸の起工式が催

され、ことしの秋ごろに入居できる見込みで

ございます。 

 全体では、県営住宅が 45 棟 90 戸、町営住

宅が 10棟 21戸、合わせて 55棟、111戸の公

営住宅が整備される予定でございます。 

 また、公営住宅が全て完成した場合の入居

者数につきましては、ファミリー層を対象と

することから 250 人から 300 人程度になると

考えられます。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11番【中川達君】 今ほど聞かせていただ

きましたとおり、大きな団地になるんではな

かろうかなと、こう思っております。 

 そういった中で、今現在、あそこに約 4,000

坪弱の商業誘致が、土地区画整理組合からあ

れは譲渡を受けた土地だと思っております。

その企業誘致ですね。商店街であれ、そうい

った団地に関連した団地の皆さんが喜ぶよう

な商業施設が、土地が用意してあるわけでご

ざいますけれども、今現在、コンビニ１軒だ

けという形でございますけれども、この 4,000

坪になるべく早く皆さんの力で民営の方が来

ていただき、ご商売をなさっていただければ

幸いかなと思っておりますけれども、そうい

った中で、やはり企業誘致という形になりま

すと、当然、町の条例にもありますように、

どれぐらいの助成金といいますか、企業参入

に対する報奨金といいますか、そういったも

のがあるのか。あるいはまた、現在、どれだ

けの問い合わせが過去にあったのか、そうい

ったことを聞きたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、これからやはり

これだけの大きな団地になりますといろんな

角度から企業誘致、そしてまた企業参入した

いという声が出てくると思います。そういっ

たときに、町としてもしっかりとこういった

事業に対して取り組んでいただきたいと心か

ら思っておるわけでございます。 

 いずれにしても、今ほどお尋ねしましたと

おり、先ほどもことしの計上予算に、ある企

業が来るのかわからないんですけれども、電

気の引き込み予算が約 1,200 万ほど計上され

ておるということは、やはりそういう商売か

なんかわかりませんけれども、そういった企

業がおいでるということを私は認識している

んですけれども、これから先どういった形で

来るかわかりませんので、しっかりと対応す
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る、そういった町の支援、そういったものを

しっかりとこの場で皆さんに示していただき、

そして町民の皆さん皆さんがお互いに力を合

わせて、あそこにこういうニーズがいいんじ

ゃないか、ああいうニーズがいいんじゃない

か、だったらこういうものを町に紹介してあ

げたい、こういうものをお世話をしてあげた

いという声が届くかもしれません。 

 いずれにいたしましても、学校もでき、白

帄台、そしてこの北部の一環としてさらなる

にぎわいのもとで皆さんと努力をして、この

内灘町のさらなる飛躍を心からご祈念を申し

上げて、質問を終わります。答弁のほうよろ

しくお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 田中徹都市整備部担

当部長。 

  〔都市整備部担当部長 田中徹君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【田中徹君】 企業誘

致に対する町の支援と白帄台に関しまして支

援体制はということについてお答えしたいと

思います。 

 白帄台商業用地における町の支援体制につ

きましては、平成 24年４月より白帄台地区商

業施設誘致促進条例が施行されております。 

 この条例は、白帄台商業用地において商業

施設の優遇措置を図るため、食料品小売業及

び各種商品小売業を営む事業者に対して、店

舗面積１平方メートル当たり 5,000 円、最大

1,000 万円を助成すると、そういう支援体制

をとっているところでございます。 

 これまで白帄台の商業用地につきましては、

先ほど議員おっしゃったとおり、平成 21年に

セブン－イレブンがが開業して以来、いまだ

に商業施設の誘致に至っていない状況となっ

ております。 

 町といたしましても、商業施設誘致の早期

实現を図るために県内外の食品スーパー等に

出店を依頼しているところでありますが、事

業者からは、商圏としての人口が十分でない

との理由により、出店に関しましてはいまだ

に厳しい状況でございます。 

 今後ともこの白帄台の商業用地に一日でも

早くにぎわい創出の企業が来ますよう、今後

も努力を続けてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川議員。 

○11 番【中川達君】 どうも行政の皆さん、

ありがとうございました。 

 以上で私の質問を閉じさせていただきます。 

 ありがとうございますした。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【恩道正博君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 再開は午後１時からといたします。 

           午前 11時 44分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時 00分再開 

    ○再   開 

○議長【恩道正博君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【恩道正博君】 本日の会議時間は、

議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【恩道正博君】 それでは、一般質問

を続行いたします。 

 ２番、磯貝幸博議員。 

   〔２番 磯貝幸博君 登壇〕 

○２番【磯貝幸博君】 議席番号２番、磯貝

幸博。 

 ３月会議で一般質問の機会を得ましたの

で、一問一答方式で行いたいと思います。簡
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潔明瞭、前向きなご答弁をどうぞよろしくお

願いいたします。 

 ２月６日、台湾南部をマグニチュード 6.4

の地震が襲いました。ビルが倒壊し、被害を

受けた方々、亡くなられた方もおいでると聞

きます。心より哀悼の意を、心よりお見舞い

を申し上げたいと思います。 

 友好を進めていく竹北市においては、幸い

被害もなかったというふうに伺っておりま

す。 

 また、３月１日、西表島付近でマグニチュ

ード 5.6 の地震もありました。これがまた南

海トラフにもどう影響していくか。関連する

プレートのため、今後の行方に心配している

次第でございます。注目していきたいと思っ

ております。 

 さて、私のほうからは２問質問していきた

いと思います。 

 １つは、タイムライン（防災行動計画）の

策定についてという点でございます 

 内灘町は、災害の尐ない町と言われており

ます。しかし、災害はいつ起こるかわかりま

せん。また、自然災害は起こるものとして考

えていかなければなりません。 

 内灘町地域防災計画では、地震、一般災害、

津波とそれぞれ 200 ページを超えるボリュー

ムの中に、予防から災害発生時の緊急対応、

応急措置、そしてその後の復旧対策まで盛り

込んで町としての方針が示されているわけで

ございますが、ことしの雪害を例に挙げて、

わかりやすく質問してまいりたいと思いま

す。 

 ２月５日早朝、大雪警報が発令されました。

急激に積雪が進み、２月６日の未明には 50セ

ンチを超えました。翌６日の午後９時半には

警報から注意報に切りかわったものの、降雪

は続き、７日深夜には 70センチを超えるまで

になりました。 

 一度は一斉除雪を行ったものの、その後の

積雪もあり、町民生活には多大な影響を及ぼ

すことになりました。苦情の電話もたくさん

寄せられました。 

 そんな折、８日の午前９時半に雪害対策本

部が設置され、９日午後９時より全町除排雪

作業が開始され、翌 10日の午後９時作業完了

の報がありました。 

 結果として、多くの住民からは、他市町と

の比較で、「助かった」「ここまでよくやっ

てくれた」と、今度は感謝の言葉が多く聞か

れることとなりました。 

 平成 13 年以来 17 年ぶりに雪害対策本部が

設置され、現場は大変混乱を極めたと思いま

すが、苦情対応や緊急応急対応に奔走し、職

員を初め、作業関係者も疲弊を極めたことと

思います。そのご苦労には大変感謝を申し上

げたいと思います。 

 さて、委員会で配付された道路除雪計画と

ホームページに表示されている防災計画とで

は、雪害対策本部の設置、その対応について

若干異なるため、早急に更新をし、町民に対

して正確な情報提供と防災に対する強い取り

組み姿勢をお示しいただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出功総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 質問にお答えいた

します。 

 内灘町地域防災計画につきましては、先月、

内灘町防災会議に諮り、修正を行ったところ

であります。 

 道路除雪計画との整合性につきましては、

平成 30年度の見直しに向けて、速やかに整合

性を図ってまいりたいと考えております。 

 また、ホームページに掲載してあります地

域防災計画につきましては、修正があった場

合、速やかに更新を行い、町民の皆様に対し

まして正確な情報提供に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 見直しを早急に図っ
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ていただけるということで、よろしくお願い

します。 

 今回、雪害対策本部の設置について、先ほ

ど例を示しましたが、どの要件が適用された

のか、また、その設置対応に幾分遅延等がな

かったか、所見を伺いたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 雪害対策本部の設置につきましては、内灘

町地域防災計画に基づき、積雪 50センチを超

え、その後の気象状況を踏まえ、必要と認め

た場合に設置をいたすこととなっておりま

す。 

 今回の場合には、雪害対策本部設置時 73セ

ンチの積雪があり、積雪基準やそのときの道

路状況、今後の降雪状況などを予測した上で、

適切な時期に設置できたものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 雪害対策本部の設置

についてご説明いただきまして、ありがとう

ございます。 

 それでは、あわせて、今回の雪害をいい教

訓として雪害対策に町民の安全をより一層守

るために改善を図っていくというお考えはご

ざいませんでしょうか、お示しください。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 今年度は 17年ぶりの大雪となり、雪害に関

するさまざまな課題が見えてまいりました。

今回の結果を踏まえ、しっかりと検証いたし

まして、来年度以降の雪害対策に反映させて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 早急に対応というこ

とで、ありがとうございます。 

 次は、タイムラインの策定を提案させてい

ただきたいと思います。 

 タイムラインとは、災害が起こる前に行う

防災行動計画のことでございます。人の命が

一番というのを基本理念におきまして、防災

機関、地域住民が一体となった防災・減災対

応のできる仕組みづくり、防災関係機関の詳

細な情報が共有できる仕組み、町民の守り手

を守る仕組みづくり、自助・共助の強固な連

携が図れる仕組みづくり、これを盛り込むこ

とが重要でございます。 

 これにより、予防措置をしっかりと図るこ

とで被害を軽減し、アフターフォローも十分

に図れるわけでございます。 

 住民との連携を積極的に持つことで防災・

減災の自助・公助・共助・互助ですか、の意

識を高めていける。住民相互のつながりも深

まり、安心感につながります。 

 基本は自助でございますが、高齢化が進む

地区も多く、公助と共助に対する住民の期待

は高まっています。 

 そこで、タイムラインという考え方が注目

されるわけでございます。 

 このタイムラインの策定を提案したいと思

いますが、所見を伺いたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 防災に係るタイムラインとは、2012年にア

メリカ東海岸で発生した大型ハリケーンに対

応するため、初めて運用されたものでござい

ます。その際、タイムラインをもとに住民避

難対策を行ったことで、被害が最小限に抑え

ることができたと報告をされております。 

 国土交通省では、アメリカでの現地調査を

实施し、その結果を踏まえ、2013年からタイ

ムラインの策定に取り組み、現在、試行運用

を行っております。 
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 本町におきましても、現在、石川県河川課

の指導のもと、台風等に伴う洪水を対象とし

たタイムラインの策定に取り組んでおりま

す。 

 洪水の場合、災害発生まで一定の時間があ

り、早い段階から関係機関と連携をとること

により、被害を最小限に食いとめることが可

能となるため、有効なものと認識をしており

ます。 

 また、その他の災害対策のタイムライン策

定につきましては、地域防災計画との整合性

を踏まえ、検討してまいりたいと考えており

ます。 

 磯貝議員の先ほどの互助という近所での助

け合い、これも今後必要ではないかなと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 答弁ありがとうござ

いました。策定に対して前向きな答弁に感謝

いたします。 

 タイムラインの策定によりまして、担当者

が例えば退職されても、例えば異動されても、

いつ、誰が、どのタイミングで、何をすべき

かが明確になるわけでございます。 

 私が訪れた三重県の紀宝町では、このタイ

ムライン導入に当たりまして、１年もかから

ず实現できたと聞いておりますので、今後の

取り組みに注目してまいりたいと思っており

ます。 

 雪害の例から、町民から多くの賛辞が寄せ

られると同時に、機械除雪に頼らない、住民

相互の連携協力による除雪も必要ではないか

といった声もたくさん頂戴しました。 

 午前中の夷藤議員の質問にもあったよう

に、一斉除雪などのそういう動きが必要なの

ではないかというような声です。今求められ

ているのは住民の協力と町との連携ではない

でしょうか。 

 一方、町より各区各町会へ除雪対応等の依

頼をされたそうですが、实際、協力要請に対

応、未対応いろいろあったと聞いていますが、

これ一体どうだったのでしょうか。町でも把

握していないとのことでしたが、その後確認

とかされましたでしょうか、お伺いしたいと

思います。 

○議長【恩道正博君】 上出総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 ことし１月 11 日木曜日から 12 日金曜日に

かけて实施いたしました一斉除雪の際に、各

町会区会を通しまして、町民の方々に週末の

土曜日、日曜日にかけて身の回りの除雪への

協力依頼をいたしました。 

 实施方法等につきましては、各地区にお任

せをしたため、その後の状況につきましては

確認をいたしておりませんでした。 

 しかしながら、除雪に係る町会区長会と連

携協力の強化については重要なことであると

認識しておりますので、今後はしっかりと検

討してまいりいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 その後の状況につい

ては確認をとっていないというご答弁でし

た。そして、連携強化については今後も進め

て図っていくということだったので、今後、

今からお話しするとおりで、うまく町と自主

防災会が合致していけばいいなというふうに

思っていますが。 

 町にはそれぞれ自主防災組織がございま

す。拠点をそれぞれ公民館等に設置しており

ます。 

 私の平成 28年６月会議の質問においては、

各小中学校、公民館同士において防災組織と

の連携はデジタル式防災行政無線で相互の連

絡が可能で、電話回線が切断した場合でも被

害状況や必要物資などの情報伝達が可能とな

っているとの答弁をいただきましたが、毎年、

防災訓練などでその防災無線を使用して自主
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防災組織と行う連携訓練等はありますでしょ

うか、教えてください。 

○議長【恩道正博君】 上出総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 町総合防災訓練で防災無線を使用しての自

主防災組織との連携訓練を实施したことは現

在までございません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 せっかくの設備があ

るにもかかわらず、今まで情報の共有、その

訓練もしたことないというご答弁でした。こ

れでは、例えば町が各地の自主防災組織、緊

急にできたものがいつ設置できたのか、そし

てどんな状態でどこまで活動できるのか、素

早く十分に把握できると言えるでしょうか。 

 町も確認がとれないと次の作業にかかれな

い。指示ができないなど、担当職員は情報収

集に時間と労力を要することになってしまい

ます。 

 また、いざというとき、その機器類ですね。

その操作ができますでしょうか。機器を利用

した連携訓練を行うなど必要ではないかと思

います。 

 もちろん、各地区の防災組織の活動には地

域性もあり、違いがあって当然でございます。

住民相互の協力を一層期待する皆様のために

も、それぞれの組織とより確实な連携が必要

ではないでしょうか。 

 例えば町が定めた災害レベルを決めて、そ

のレベルに応じた対応を各自主防災会の地域

タイムラインと整合性をもって連携すれば、

効果的に多くの住民に対して予防、避難等の

対応が可能となると思います。 

 このように、自主防災組織にもタイムライ

ンの策定に向けた取り組みのお考えなどござ

いませんでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 今回修正いたしま

した内灘町地域防災計画におきまして、各地

区住民の防災活動の推進のため、必要に応じ

て地区防災計画を作成する旨を新たに追加い

たしました。 

 今後、町と各地区の自主防災組織で、それ

ぞれの地区の特性に応じた防災行動を盛り込

んだ地区防災計画の作成に向けて協議してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 前向きなご答弁あり

がとうございました。 

 さらに前向きな答弁に期待を込めて、もう

一つ続けたいと思いますが。 

 夷藤議員の質問にもあって、それがかぶっ

てはいるんですけれども、そこで町会区長会

の意見もしっかり聞いてということでありま

したけれども、我々議員の強い思いをお聞き

届けいただけたらと思いますが、計画には町

民等の協力ということで記してあります。し

かし、高齢化も進んでおります。金沢市や小

松市での除雪機械購入の補助率を引き上げた

例もあるように、当町でも自主防災会で除雪

機などの購入の際、補助などを行い支援する

必要があるのではないでしょうかということ

で、夷藤議員には続くんですが、熱い思いと

捉えていただきまして、もう一度所見をお伺

いしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 先ほど夷藤議員の

ご質問にもお答えいたましたとおり、町会へ

の小型除雪機購入補助制度につきましては、

町会区長会の意見も参考に検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 午前中と同じ回答で、

ありがとうございます。 
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 共助の意識醸成という意味では大きな役割

を担うのは、やはり自主防災組織になります。 

その支援は、積極的に進めていただくことで

町も効率的、効果的に災害対策に当たること

ができます。町民の安全・安心を一層高めら

れるんじゃないかと思っております。 

 次に、避難行動要支援者についてお聞きし

ます。 

 大雪で家から出られない、買い物にも行け

ない、バスはとまっている、どうなるかとて

も不安になった、そんな声をたくさんいただ

きました。この避難行動要支援者というのは、

どのような方たちが該当しますか。 

 また、その支援の手は誰がいつ差し伸べら

れるのでしょうか、お示しいただきたいと思

います。 

○議長【恩道正博君】 上出総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 町には、災害対策基本法の規定により、災

害時にみずから避難することが困難な方を支

援するため、避難行動要支援者名簿の作成が

義務づけられております。 

 この名簿に記載される対象者につきまして

は、75歳以上の高齢者のみの世帯の方、要介

護・要支援の認定を受けた方、身体障害者手

帳の交付を受けた方のうち、肢体不自由、視

覚・聴覚障害、いずれも１級から３級に該当

する方、精神障害者保健福祉手帳の交付、１

級から２級を受けた方、それから療育手帳の

交付を受けた方、それ以外の方でも自力で避

難が困難な方で登録を希望する方が対象とな

っております。 

 現在、町では各地区の自主防災組織や民生

児童委員の方々の協力により、名簿掲載者の

うち、情報提供に同意された方の避難誘導方

法等を具体的に定めた個別計画の策定に取り

組んでおり、その個別計画の中で要支援者そ

れぞれを誰が避難支援するかを定めることと

なっております。 

 避難支援は、原則として避難準備、高齢者

等避難開始を町が発令したタイミングで行い

ますが、地震など突発的に起こる災害では、

事案発生後速やかに行うこととなっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 その避難行動要支援

者に対しては個別計画を設定し、その中で誰

が支援していくのかを決定していくという流

れだということがわかりました。 

 そうですね。ただ地震とか突発的な災害に

対しては、そのタイムラインにしてもいろん

な計画があってもなかなかうまく作用しない

とありますけれども、常にその災害を意識し

た行動というのが必要になってくるんかなと

いうふうにも思います。 

 さて、今回の雪害でもその民生児童委員の

方々が安否確認に汗したと聞いております

が、先ほどから言っていますタイムラインを

その関係者で共有することができれば、いつ

だれがどのように対応するかが明確化もされ

ますし、要支援者への安心は一層増すことと

思います。 

 中には、顔なじみでないと「助けて」の手

を伸ばせないという方もいるそうです。 

 タイムラインの導入で予防的に対応するこ

とも可能となっております。先ほど挙げまし

た紀宝町では、役場の発信したそのタイムラ

インのレベルによって、親類が避難や援助を

行って命拾いをしたという例もありました。 

 このように町が中心となって関係機関と連

携することで大きな効果をもたらすことがで

きます。ぜひ、早期策定に向けた取り組みを

お願いしたいものであります。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 公共施設等総合管理計画における個別計画

についてということです。 

 当町は、世代別人口割合、15 歳から 64 歳

までの人口、これが平成 27 年、16,759 人だ
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ったのが、20年後の平成 47年には１万 3,165

人と約 22％の減尐を見るわけでございます。

つまり、働き手が 22％減尐し、納税者の減尐、

経済活動の縮小を意味します。 

 平成 30年度予算について、計画の中ではこ

こ 10年の財政状況も示されていました。一般

財源歳入決算に大きく増減がない中で、今後、

施設の改修等が次々と押し寄せてまいりま

す。 

 総合管理計画には、公共施設建物のうち、

学校教育系施設、保健福祉施設の割合が多く、

築年数も高いとうたわれております。 

 また、耐用年数満了後に同規模で更新する

前提で、今後 40年で必要になるのは 784.2億

円、１年で割りますと 19.6 億円が必要とな

り、過去 10年の必要経費、投資的経費と比較

しても 6.1 億円多いと書いてあります。つま

り、これはこれまでと同様な施設でサービス

を維持しようとするには、毎年 6.1 億円不足

すると言っているのです。 

 あくまで平均をとっているものでございま

すけれども、重大な懸念を発しているものに

違いはございません。これを町民の皆様にも

十分知っていただきたいのです。 

 不安を先送りするようなことは避け、スピ

ード感を持った聖域なき改革を進めていただ

きたいと思います。 

 そこで、平成 30年度予算における公共施設

等に係る予算措置はどのようなものがござい

ますでしょうか、お示しください。 

○議長【恩道正博君】 長谷川徹総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 平成 30 年度当初予算における公共施設等

の長寿命化関係予算につきましては、下水道

施設では、処理場、ポンプ場などの建築、設

備に係る長寿命化計画策定費として 4,000 万

円を国庫補助事業として計上しております。 

 社会教育施設につきましては、文化会館の

屋根の防水工事のほか、空調設備、消防設備

の改修工事費などに１億 1,000 万円。また、

体育施設につきましては、屋内温水プールの

天井などの非構造部材の耐震化工事費などに

8,540万円を見込んでおります。 

 なお、公園施設につきましては、平成 26年

度に設置遊具に対する長寿命化計画を策定い

たしましたが、平成 30年度においては、さら

に園路を含む公園全体の長寿命化計画策定費

として 1,800万円を見込むなど、平成 30年度

の長寿命化関係予算といたしましては、総額

で、約２億 6,000 万円を計上しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 管理総合計画の中に

は、だーっと平均して 40年で割っていますの

で 19.6億となっていますけれども、今年度の

予算措置に関しては 2.6 億円ということで、

ちょっとほかにも修繕するべき施設があるの

ではないかとちょっと心配はされますけれど

も、進めていかれるということだと思います。 

 それでは、次に、各分野では、ＡＩやＩｏ

Ｔなどを用いた省力化や効率化が図られてい

ます。施設の管理なども効率化と財政の健全

運営のために、そのような手法を取り入れて

いくなど、そういうお考えはございませんで

しょうか。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 ＡＩやＩｏＴにつきましては、身近なとこ

ろでは、携帯電話のスマートフォンの音声認

識や障害物を避ける自動運転のほか、インタ

ーネットの画像検索や産業分野のロボット制

御など、現在、さまざまな場所に活用されて

おります。 

 議員ご提案の施設の管理などにＡＩなどを

取り入れる点につきましては、管理の効率化
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を図るという観点から、その趣旨は理解して

おりますが、費用対効果も含め、今後、調査

研究してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 調査研究ということ

で、皆さんにもそういう各分野でのＡＩ、Ｉ

ｏＴ、例えばＩＴとか、どのように広がって

いるかをぜひ調査していただきたいというふ

うに思います。 

 それでは、次に移ります。 

 誰もが現状を把握できるように、町民の皆

さんが現状を把握できるよう、改修、更新、

廃止も含めた全施設の個別計画の策定につい

て、厳しい財政状況、施設等の長寿命化には

十分理解を持っているつもりでございます。

しかし、さきに挙げましたように、税収の落

ち込みが懸念される中、全て同様に維持管理

していけるのか、さまざまな検証、議論が必

要だと思います。そのために、施設全般に係

る改修、更新または廃止も含めた町の方針を

示しておく必要がございます。 

 この先迫り来る改修、更新はわかっている

ことです。町一丸となってそれに立ち向かう

ために、先ほども出ましたけれども、公共施

設タイムラインとでもいいましょうか、全体

を把握した中で計画を立てていきたいもので

す。 

 かなりのボリュームだと思われますが、施

設ごとに個別計画を策定していかれる考え等

はございませんでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 町では、平成 29年３月に内灘町公共施設等

総合管理計画を策定し、各施設の維持管理や

再配置に関する基本的な方針を定めておりま

す。 

 管理計画に基づく具体的な個別計画の策定

に当たりましては、既に計画を策定した施設

もございますが、これから策定作業を進めて

行く段階においては、まずは各公共施設の現

状を総括的に整理、分析し、将来にわたって

の維持管理や修繕等に係る費用などを推計す

ることが必要であるというふうに考えており

ます。 

 その結果を踏まえ、各施設の大規模修繕や

統廃合、建てかえなどについては、順次個別

計画を策定し、今後の町の中長期的な事業計

画に反映させながら、公共施設の長寿命化の

推進を図ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 まずは現状を知る。

そして、整理分析し、将来にかかる必要等を

勘案しまして、中長期計画の中に盛り込んで

進めていくということでしたけれども、なる

べく早くこれを皆さんがわかるような状態に

置くということが大事なんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 では、その総合管理計画の中では、「今後」

という言葉が多用されております。そのめど、

今後というめどは大体どれくらいを示してい

るんでしょうか、教えてください。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 今ほどお答えいたしましたとおり、個別計

画につきましては、今後の町の中長期的な事

業計画に反映させてまいりたいと考えており

ますが、町の財政状況等も十分考慮する必要

があることから、具体的な時期等につきまし

ては各年度の予算編成の中でお示ししたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 
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○２番【磯貝幸博君】 具体的な時期という

のは明確には答えられないということでし

た。 

 ただ、今後というのが本当に１年、２年な

のか、それとも 10年なのか、曖昧なところは

否めませんので、その数年、10年の間に傷ん

でだめになる施設もあるかと思います。 

 例として挙げれば、学校給食共同調理場な

ど、児童生徒の給食を提供する施設の性質上、

特に衛生面に注意が必要な施設も老朽化して

おります。施設内の設備も旧式化が進んでい

ると、その総合計画の中にもうたわれている

わけでございます。 

 そういった意味で、ちょっと繰り返しにな

るような質問になりますけれども、平成 30年

度中に全ての見通しを示すくらいのスピード

感が必要ではないかと思いますが、いま一度、

所見をお伺いしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 現在、公共施設の長寿命化計画につきまし

ては、施設ごとに現状を総括的に整理分析し、

将来にわたっての維持管理や修繕等について

検討を行っているところでございます。 

 また、全庁的な取り組みといたしまして、

今年度、町職員のうち、課長補佐職を中心と

しました公共施設再配置検討ワーキンググル

ープを設置して、旧消防庁舎などの遊休施設

の利活用について現在協議しているところで

ございます。 

 今後は、処分も含めた公共施設の再配置案

を整理し、基本的な方針がまとまりましたら

議会にもお示ししたいというふうに考えてお

ります。 

 いずれにいたしましても、公共施設の長寿

命化につきましては、町の懸案事項でもあり、

引き続きスピード感を持って取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 スピード感をもって

取り組んでいただけるということで、ありが

とうございます。 

 それに伴いまして、先ほどワーキンググル

ープをつくって進めているというところでし

たけれども、その枠にとらわれない柔軟な検

討チーム、産官学金連携というやつですね。

これでスピード感を持って取り組めというこ

とで、施設改修の計画立案から工事の完了ま

でを素早くするスピード感も大切でございま

す。 

 公共施設の６割以上が建築から 35 年以上

経過しているとのことでございますので、準

備が必要ではないでしょうか。 

 修繕が必要になったそのときに慌てるより

も、あらかじめこの施設はこうしていこうと

いう予定を立てておくことでコスト軽減の策

も出てくるでしょうし、新しいアイデアを理

解し取り入れていく時間的余裕も生まれるも

のと思います。 

 行政のスリム化は急務であり、検討し可能

な限りＰＰＰを取り入れ効率化を進めていく

お考えはありますでしょうか。 

 総合管理計画の中にも導入の検討を行うと

いうふうにありますし、平成 23 年 12 月には

藤井議員が、そして平成 28年６月には私の質

問でＰＰＰの活用について質問しております。

長い間調査研究と情報収集を行っていると思

われますので、そろそろその成果をあらわし

てはいただけないでしょうか、どうでしょう。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 ご質問のＰＰＰやＰＦＩにつきましては、

ご承知のとおり、民間の資金とノウハウを活

用することで効率的かつ効果的な公共サービ

スの提供が図られるとともに、財政的支出の
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削減等が期待できるということは十分認識し

ているところでございます。 

 一方、企業が参入するためには、採算性が

重要視され、その準備などに相当量の時間が

かかるとも聞いており、また導入に際しては

事務の煩雑化や公共サービスの質の低下が懸

念されているところでございます。 

 県内では、既に野々市市において小学校や

図書館の建設にＰＦＩを活用しておりますが、

導入後の効果や課題等を検証するには一定の

期間が必要であるというふうに考えておりま

す。町といたしましては、ＰＦＩ等の活用に

ついては、先進地の検証結果等を踏まえ、さ

らに調査研究してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 今後も調査研究され

ていくということで、どうぞしっかりと他町

の先進事例も含めて研究していっていただき

たいと。ぜひ当町にも導入のめどが立てばい

いなというふうに思います。 

 管理運営に対するＰＰＰ、ＰＦＩの導入の

検討もそうですが、計画、建設等にも積極的

に参加していくことがトータルコストの減尐

につながるのではないかと申し添えまして、

質問を終えたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長【恩道正博君】 ５番、生田勇人議員。 

   〔５番 生田勇人君 登壇〕 

○５番【生田勇人君】 議席番号５番、生田

勇人です。 

 平成 30 年内灘町議会３月会議におきまし

て一般質問の機会を得ましたので、通告内容

に従い、一問一答方式にて質問をします。 

 町長初め関係部局には明快な答弁をお願い

いたします。 

 通告の１問目と２問目に関しては、火災予

防に関連しておりますので、あわせてお聞き

したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 まず最初に、高齢者福祉施設等の防火と火

災時における安全対策についてお聞きいたし

ます。 

 先般、１月 31日に北海道札幌市の自立支援

施設において火災が発生し、11名もの方々が

とうとい命を失いました。心よりご冥福をお

祈りし、被害に遭われた方々にもお見舞い申

し上げます。 

 こういった一度に多くのとうとい命が失わ

れる火災は、過去にも全国の高齢者施設や関

連施設で同様に起きており、法律や法令の変

更に対応がおくれ、遵守できない施設もある

のではないかと懸念してしまいます。 

 当町でも多くの高齢者施設や関連施設が存

在しますが、防火対策は万全となっているの

か、まずお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 水野消防長。 

   〔消防長 水野博幸君 登壇〕 

○消防長【水野博幸君】 質問にお答えしま

す。 

 当町には高齢者福祉施設がグループホーム

を初めとして 16施設がございます。これらの

施設に対しましては、計画的に立入検査や避

難訓練を实施し、消火器などの消防設備や防

火管理体制に不備がないかなどの指導を行っ

ております。今年にあっては、１月中旪から

下旪にかけて立入検査を实施いたしました。 

 さらに、今回の火災を踏まえ、施設管理者

などに対しまして防火対策の徹底を図るよう

通知文書を配布し、注意喚起を行いました。 

 今後も関係部局と連携を図り、危険な火災

に対しましてさらなる注意喚起と防火対策に

万全を期すよう指導してまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 どうもありがとうご

ざいました。 

 先ほども申しましたが、一度に多くのとう

とい命を失うことがあってはならないわけで
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ございます。今後ともしっかりとした指導と

厳格な調査などをお願いしたいと思っており

ます。 

 次に、住宅の火災警報器について質問をい

たします。 

 平成 18 年６月から一般住宅にも住宅用火

災警報器の設置を義務づける消防法の改正が

なされ、これはそれ以降に新築する住宅はも

ちろんのこと、既存住宅にも平成 20年５月末

までに設置を完了させなければいけないとい

うものであります。  

 国のほう、消防庁は、住宅用火災警報器を

未設置の場合と設置済みとでの被害の比較を

公表しております。それを見ると、設置済み

の場合は、死者数が３割以上減っており、延

焼床面積は５割近く、また損害額は４割強減

尐しているという結果が出ているとのことで

す。 

 住宅用火災警報器を設置することで、多く

の資産損失や人的被害を減らせていることが

实証されているわけです。 

 この既存住宅への設置義務完了に合わせた

平成 20年６月から、町では火災予防条例にて

設置の義務化を定めておりますが、現在の設

置普及率はどうなっているのか。あわせて、

国や県、近隣との比較もあればお聞きしたい

と思います。 

○議長【恩道正博君】 高道三春消防次長。 

   〔消防次長 高道三春君 登壇〕 

○消防次長【高道三春君】 ご質問にお答え

します。 

 議員が申されましたとおり、住宅用火災警

報器の普及によりまして、火災による死傷者

などは減ってきております。 

 当町の設置状況でございますが、昨年の６

月に発表されました調査結果によりますと

88％となっており、全国の 67％、石川県の

85％に比べ高い状況であります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 答弁ありがとうござ

いました。 

 内灘町の 88％という数字、これは全国的、

石川県の数字と見ても本当に高い普及率を誇

っているな。 

 これまで消防本部の取り組みや啓発が効果

を上げているんではないかなというふうに思

います。これからも普及率の向上に努めてい

ただきたいなと思っているわけでございます

けれども。 

 よく私も行くんですけど、ホームセンター

に火災警報器売っております。大体見ており

ますと、耐用年数というものが書いてありま

して、10年との記載がされております。これ

は機器が古くなってだめなのか、電池が 10年

しかもたないという、そういうことを書いて

あるんだろうなというふうに思っておるんで

すけど。 

 耐用年数が過ぎ、古くなると、今ほど言い

ました電子部品の寿命や電池切れなどで火災

を感知しないおそれが出てくるとのことであ

ります。つまり、義務化直後から町条例施行

時まで、設置された住宅用火災警報器が 10年

たって交換時期に来ているということであ

り、今後もどんどん更新しなければいけない

機器が増加してまいります。 

 警報器に不作動が生じることは、町民の生

命、財産を失うことにもなりかねず、この住

宅用火災警報器の更新について、町の取り組

みをお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 重島康人消防署長。 

   〔消防署長 重島康人君 登壇〕 

○消防署長【重島康人君】 ご質問にお答え

いたします。 

 消防本部といたしましては、町広報紙やホ

ームページの掲載を初め、女性防火クラブな

どと連携をして高齢者宅への個別訪問、また

街頭ＰＲ、さらに町会区長会での防災訓練や

講習会を通じまして啓発活動を行っておりま

す。 
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 今後も関係機関や各種団体と連携しなが

ら、より効果的な普及啓発に取り組んでまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 この警報器は１軒に

つき大体４個か５個、ないしは６個ぐらいつ

いていると思います。１階は居审ということ

で、２階がある住宅とかやったら、もちろん

居审、寝审ですわね。寝审、それで階段のホ

ール。内灘町とかにおいては、キッチンのほ

うは努力義務になっておるんじゃないかなと

いうふうに私ちょっと記憶しておるんですけ

ど。 

 やはり１軒に対して複数個のこういった火

災機器があるもんですから、取りかえ時期に

は一遍にもちろん複数個取りかえなければい

けないということになっておりますので、そ

の啓発の文書の中にはその処分に対して、こ

れはどういった処分をすればいいのか。中に

電池入っておるとか、そういうものを含めて

啓発、今後、しっかりと取り組んでいってい

ただきたいなと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

 答弁は結構です。 

 最後に、県道松任宇ノ気線の消雪設備につ

いて質問をします。 

 今回、冬の豪雪は、先ほど来、議員の方々

一般質問しておりますけど、豪雪は記録に残

る大変なものでした。あらゆる交通機関が麻

痺し、各種学校も休校、そして仕事にならな

いといった方も大変多かったことと存じま

す。 

 町も昼夜を問わず除雪対応に追われ、一斉

除雪や排雪の作業を業者のみではなく、職員

挙げて対応し、特に新聞にも載っておりまし

たけど、ひとり暮らしの高齢者世帯では、除

雪作業も大変ご苦労さまでございました。 

 おかげさまで、今豪雪時の内灘町の幹線道

路での除雪対応はしっかりやっていただけた

のではないかなというふうに思っています。 

 こういった災害とも言える豪雪時には、や

はり自助・共助というものが大変重要になっ

てきます。近年の異常気象により、来年も、

そしてまたないこととは思いますが、まだ３

月上旪でございますので、この後もといった

ことがもしかしてあるかもしれません。しっ

かりと啓発に取り組んでいただきたいと存じ

ております。 

 さて、本題に入らせていただきますが、主

要地方道である県道松任宇ノ気線の内灘町区

間においては、これまで順次消雪装置が整備

され、近年は鶴ケ丘に続き、内灘町までの大

根布区間の整備が終了し、その機能は今回の

豪雪においても大変有効なものでございまし

た。 

 この県道松任宇ノ気線での未整備区間、残

すは、内灘小橋以北の宮坂から西荒屋の一部

を含む区間と、审の一部区間を残すのみとな

っています。 

 まず、北部地区の未整備区間の総延長をお

聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 県道松任宇ノ気線の消雪施設整備につきま

しては、今ほど議員さん言われたとおり、南

部地区は今年度で全長約４キロメートルが完

了いたしました。 

 議員ご指摘の北部地区における消雪施設に

つきましては、整備済み区間は約 2.1キロで、

未整備区間は宮坂から西荒屋の一部を含む区

間で約２キロ、审地区で約 500 メートルが残

っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 内灘町全体において

も北部地区のみで 2.5 キロが残っているとい

う答弁でございました。 
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 この鶴ケ丘とか大根布の延長工事している

ときも、やはり感じたのは水源の確保が課題

であるというふうに、井戸を掘って、何カ所

も掘っているのを見て感じております。 

 水源となる井戸の必要本数とあわせて、こ

の工事は県事業となるわけでありますが、整

備費用の概算はいかほどになるのかをお聞き

いたします 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 宮坂から西荒屋の一部区間の県道部におい

て、交互散水した場合、２本から３本の消雪

井戸が必要であり、审地区は１本の消雪井戸

が必要になると考えております。 

 また、未整備区間約 2.5ｋｍの整備費用は、

井戸削井、ポンプ設備、配管工事を合わせて

概算で約３億 5,000 万円となると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 ３億 5,000 万円とい

うことで、やはり 2.5 キロともなればそうい

うそれだけの金額がかかってしまうのかなと

いうふうに思っておりますが、この道路は幹

線道路だけにバスやトラック、ダンプなどの

大型車が通ります。消雪装置のない道路では、

凍結による事故、わだちによる横滑りなどで

交差がままならず、渋滞や立ち往生が発生す

るといったことも過去に何度も起きておりま

す。 

 宮坂の２キロメートル区間が主な未整備区

間ではありますが、通勤通学にこの県道を利

用する西荒屋、审地区の住民の方からも、宮

坂通るときには危ないと、早う何かならんが

かといったような早期整備を望む声がたくさ

ん届いております。 

 井戸の本数が多く、事業費が膨らむという

ことなら、既存の井戸を活用しての町道との

今町長言われた交互散水であるとか、井戸の

深さを浅くして費用を抑えることはできない

かなど、いろいろな処方も既に検討されてい

るのではないかなとは存じますが、この県道

消雪装置整備事業が途切れることなく、引き

続き未整備区間である北部地区への整備を県

に強く働きかけるべきと存じます。 

 現在、ナイスタイミングで知事選挙の真っ

ただ中でもあります。川口町長の積極的な、

そして力強い答弁をお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 県では、町からの要望を受け、今年度、松

任宇ノ気線の降雪状況、除雪状況を調査して

おります。 

 北部地区の未整備区間の早期整備に向けま

しては、やはり地元の盛り上がりが必要と考

えておりまして、今後は地元と力を合わせて、

引き続き強く県に要望してまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○５番【生田勇人君】 終わります。 

○議長【恩道正博君】 ３番、七田満男議員。 

   〔３番 七田満男君 登壇〕 

○３番【七田満男君】 議席３番、七田満男

です。平成 30年３月会議におきまして、一般

質問の機会を得たことに感謝を申し上げま

す。 

 ことしは 17年ぶりに大雪に見舞われ、皆様

方も雪かきに追われたと思っています。 

 そこで、最初の質問は、町の除雪に関連し

ている質問をいたします。 

 これまでにも多くの議員の方々が大雪、ま

た除雪に関連した質問をしています。これは

町民の方々が大変多く関心を持っていること

だと思っていますので、町には前向きなご答

弁をお願いいたします。 

 ことしは記録的な積雪を受けて、町では２
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月８日に雪害対策本部を設置し、２月９日、

10日と全町一斉除雪、排雪を行い、町職員 100

人を町内の除雪作業に派遣するなど、雪がも

たらした問題解決に行政が力を集中させるの

は適切な対応であったと評価したいと思いま

す。 

 しかし、今回の大雪に伴う除雪实施につい

て、多くの住民から苦情や問い合わせ等があ

ったのではないかと思われます。その件数は

どれくらいあったのか。また、その内容は主

にどのようになっているのかをお聞きしま

す。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 除雪实施に伴う住民からの問い合わせにつ

きましては、今年度はこれまで４回の一斉除

雪を实施しておりますが、主な問い合わせ内

容はそれぞれ異なっております。 

 まず、１月 11 日から 12 日にかけての除雪

における問い合わせ件数は約 150 件で、その

ほとんどが「雪がたくさん残っている」や「除

雪の仕方が悪い」という内容でございました。

このときは、11 日の午後 11 時から除雪作業

を開始しましたが、その後、翌朝８時ごろま

で雪が降り続き、除雪した後に 10センチから

20センチの積雪があったためと考えておりま

す。 

 次に、２月５日から６日にかけての除雪に

おける問い合わせ件数は約 200 件で、主なも

のとして「圧雪が取れていない」や「交差点

に雪が積み上げられ、見通しが悪い」「家の

玄関先や車庫前に除雪車からこぼれた雪の塊

が置いてある」「道路の除雪が終わった後に

宅地内の雪を道路に出している人がいるので

注意してほしい」という内容であります。こ

のときは除雪前の雪が圧雪状態になり、その

後、40 センチから 60 センチの積雪があり、

雪の量が多かったためと考えております。 

 次に、２月９日から 10日にかけての除排雪

における問い合わせ件数は約 50件で、主なも

のとしまして、「まだ除雪されていない」「い

つになるのか」という内容でありました。こ

のときは９日の午前９時から作業を開始しま

したが、圧雪の除去と排雪作業により、全地

区完了したのが 10 日の午後 11 時ごろと２日

間に及んだためと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 それでは、今ほどの

苦情や問い合わせから、どういう課題が見え

たのか、またその課題に対する対策について、

町はどのように考えているのかをお聞きしま

す。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 課題の１つ目としては、町内一斉除雪の際、

約 136 キロメートルの道路を除雪するには、

現在の業者数や機械台数ではどうしても除雪

作業に時間を要してしまうということであり

ます。 

 今年度は、町内町外業者合わせて 23社から

35 台と町所有機械６台の合計 41 台で除雪を

实施しております。 

 課題の２つ目といたしましては、雪の置き

場所が年々尐なくなってきているということ

であります。 

 そして、課題の３つ目は、機械除雪を行う

場合、どうしても雪が玄関先や車庫前にこぼ

れてしまうことであります。 

 なお、今ほどの課題につきましては、引き

続き協力業者の発掘と地区や各種団体、住民

の皆様の協力、応援を求めていく必要があり、

この取り組み方について、今後しっかりと検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 
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○３番【七田満男君】 私も、大雪を克服す

るためには、官民一体で取り組むべきだと思

っています。その課題を解決していくに当た

り、最初に取り組むべきは、地域による助け

合いや共助の精神であると考えます。 

 したがって、行政の担うべき役割としては、

助け合いの風土をより後押しできる施策を推

進すべきであり、ことしの大雪での課題を忘

れないうちに検討すべきであります。 

 金沢市では、地域の町会が主体となって生

活道路や歩道の除雪を行っています。また、

市民一斉除雪デーを設け、地域の住民が主体

となって生活道路や歩道の除雪を行っていま

す。このような町会などと連携した除雪協力

体制をつくるべきと考えますが、町の見解を

お聞きします。 

○議長【恩道正博君】 上出功総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 質問にお答えいた

します。 

 先ほどの夷藤議員の質問にもお答えいたし

ましたが、今回のような大雪の際には、町が

主体となり、各町会区会に対し一斉除雪への

協力を呼びかけるほか、内灘高校の生徒や、

それから金沢医科大学の学生にもボランティ

アとして協力していただけるよう学校側にも

働きかけるなど、町民やボランティア、そし

て行政がそれぞれの役割を分担した自助・共

助・公助による除雪体制を構築してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 地域住民独自の消雪

装置についてお聞きいたします。 

 新聞報道で、金沢市笠舞３丁目の住民が設

置した消雪装置が威力を発揮していて、それ

は消雪装置から側溝に流れ出た水をポンプと

ホースとを使って雪を解かして生活道路の確

保を約 20年間運用している。専門家は、地域

の除雪のモデルケースになると評価すると記

事が載っていましたが、町は住民独自の消雪

装置での道路の除雪をしてもいいのか、お聞

きします。 

 また、設置に係る助成などの支援をする考

えはあるのか、お聞きします。 

○議長【恩道正博君】 銭丸弘樹都市建設課

長。 

   〔都市建設課長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市建設課長【銭丸弘樹君】 ご質問にお

答えいたします。 

 地域住民で設置する消雪装置につきまして

は、道路に設置することから道路法に基づく

占用許可が必要になります。その際、設置さ

れる装置が道路構造や通行の支障とならなけ

れば可能と考えております。 

 なお、消雪装置の設置費用に対する助成な

どの支援につきましては、今後、調査研究し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 ある町会では、除雪

機があれば自分たちで除雪に協力したいとい

う町会もあります。この大雪をチャンスと捉

え、今すぐにでも検討をお願いして、次の質

問に移らさせていただきます。 

 早期化する小学校の英語教育について質問

します。 

 私は海外に出かけたときや日本で外国の方

と接するとき、自分自身の英語力のなさにが

っかりします。 

 私が小中学校に通っていたころ、昭和 40年

ごろと今とでは国際環境や経済も変わり、海

外との距離感はさらに縮まって、今後はさら

に近くなっていくと考えます。 

 また、2020年には東京オリンピックも開催

されます。昭和 39 年の東京オリンピックの

後、日本が飛躍したことを思えば、グローバ

ル化は急激に進んでいくと思います。 

 町で学ぶ子供たちが、今後、日本や世界で

活躍できることを目標に真剣に取り組んでほ
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しいと考えます。 

 町はグローバル化を見据え、県内自治体で

は先駆けて 2007 年度から小学校の英語教育

を行っていますが、どのようになされている

のか、それと子供たちの反応についてお聞き

します。 

○議長【恩道正博君】 上出勝浩学校教育課

長。 

○学校教育課長【上出勝浩君】 ただいまの

質問にお答えします。 

 内灘町では、小学校の早い段階から英語に

なれ親しみ、国際感覚を身につけるため、１、 

２年生では年 10時間、３、４年生は 20時間、

５、６年生は 35時間の英語活動の授業を担任

と外国語指導助手（ＡＬＴ）や英語が堪能な

英語講師による２人体制で实施いたしており

ます。 

 小学校では、楽しんで英語に触れる授業を

目指しており、子供たちへの授業アンケート

では、英語活動の時間を楽しみにしている割

合が年々ふえている状況であります。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 町は新年度、全小学

校の英語の授業を 2020年、次期学習指導要領

全面实施に向け、早いうちから实践的な英語

に触れさせると新聞報道で拝見しましたが、

授業時間数とカリキュラムをお聞きします。 

 それと、ＡＬＴ指導員の増員や確保に継続

的に採用することができるのか。町内には英

語に堪能な人がいると聞いていますが、町内

在住の人を優先的に採用すべきと考えます。 

 それと、現場の先生方はどのように考えて

いるのか、あわせてお聞きします。 

○議長【恩道正博君】 上出勝浩学校教育課

長。 

○学校教育課長【上出勝浩君】 ただいまの

質問にお答えします。 

 新学習指導要領では、平成 32年度から３、

４年生は年 35 時間、５、６年生は 70 時間の

英語活動とすることとしています。 

 文部科学省では、平成 30、31年度は移行期

間としていますが、内灘町では 30年度から先

行实施として新学習指導要領と同じ時間数に

よる授業を行います。 

 カリキュラムについては、文部科学省から

示された授業内容をもとに町教育センターを

中心に、学年ごとの年間指導計画や学習到達

目標を設定し、町内統一した形で取り組んで

まいります。 

 現在、小学校では、ＡＬＴ１名と英語講師

４名で対応していますが、授業数の増加によ

り、４月からは２名の増員を予定いたしてお

ります。 

 現在の英語講師については、平成 30年度か

らも引き続きお願いをしております。 

 採用についてお尋ねですが、ＡＬＴは国の

事業により英語圏から継続的に採用いたして

おります。英語講師は、英検１級程度の堪能

な方を面接によりパート職員として採用して

います。採用は、町内在住の方を中心にいた

しております。 

 先生方はどのように考えているかとのお尋

ねですが、将来、グローバル社会にたくまし

く生きる子供たちのために实践的英語教育の

必要性は理解していただけるものと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 それでは、保護者の

立場に立った質問をいたします。 

 英語以外の科目、例えば算数や国語などな

ら保護者の方々も教えることは可能ですが、

英語となると発音が合っているのか、うまく

教える自信がないなど、保護者の不安として

幾つかお伺いします。 

 英語の授業をふやすことで算数や国語など

小学生には大事な科目が削除されるのか。削

除されないなら、授業時間の確保をどのよう

にするのか。 
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 また、大変失礼ですが、小学校の先生が英

語をうまく教えることができるのか。 

 ５年生、６年生は教科になると聞くが、成

績を重視すると楽しく英語を使っていた子供

たちのやる気を奪うのでは、早期化に備えて

塾とかで英語を習っている子と塾に行ってい

ない子と学力の差が心配、このような保護者

の方々の不安に対してお答えください。 

○議長【恩道正博君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 幾つかご質問があ

りましたけど、順次お答えしたいと思います。 

 英語の授業がふえることによって削減する

科目はありません。授業時間の確保につきま

しては、これまでは月曜日は５限まで行って

おりました。それを６限目をふやし、週時間

を１時間ふやすこととしております。 

 先生方がうまく教えることができるのかと

いうご質問ですが、大丈夫です。先生方はし

っかり研修も重ねておりますし、授業時数が

倍増しても、全授業を教員とＡＬＴや英語講

師との２人体制で行います。担任が専門的な

知識や技能の助けを得ながら、授業を進める

ことはできます。また、文部科学省から授業

で使用する資料や教員用の指導書も提供され

ております。私は、しっかりやってもらえる

ものというふうに思っております。 

 また、成績重視でやる気が奪われるのでは

ないかとのご心配ですが、５、６年生の教科

化により評価は行いますが、数値化はせず、

記述式となっております。他の児童との比較

ではなく、学習到達目標の達成度や個々のよ

い点、取り組む姿勢などの評価となります。

やる気を奪うようなことはないよう進めてま

いります。 

 最後に、英語を習っている子との学力差に

ついてのご質問ですが、段階を踏んだカリキ

ュラムに沿って基本から順次丁寧に指導して

まいります。全ての児童が学習到達目標を目

指していくこととなります。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 ありがとうございま

す。 

 私は、子供たちが楽しみながら自然に英語

を使うことが一番大切だと思っています。町

と学校は子供たちが英語好きになれるような

取り組みを行っているのか、お聞きします。 

○議長【恩道正博君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 教育委員会では、

今回、内灘町英語教育基本方針を策定し、小

中９年間を通して「使える英語を身につける

こと」と「自律的な英語学習態度の育成」を

目標に掲げております。 

 内容といたしましては、「聞く」「話す」

「読む」「書く」の４技能を段階的に身につ

け、英語で豊かに表現できる児童生徒の育成

を目指していきます。 

 小学校においては、座学だけではなく、ペ

ア学習、グループ学習などの形態の中で体験

的な活動などを多く取り入れております。 

 わかる、理解できるの習熟を深める中で、

英語によるコミュニケーション能力を育成

し、英語が話してみたくなるよう、英語が好

きになるような英語教育を進めてまいりま

す。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 先月、ＮＨＫ教育テ

レビの放送で英語教育に積極的な小学校を紹

介していました。それは、埼玉県深谷市にあ

る花園小学校です。 

 それは、１週１回、給食の時間に５、６年

生の放送委員が英語を流すランチタイムイン

グリッシュという取り組みを行っています。

これはみんなが大好きなゲームなどを題材

に、英語を使ったクイズを放送し、下級生た

ちがそれに答えるというものです。上級生が

先生と相談してつくったクイズを放送し、下
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級生たちがそれに答えて参加することで、英

語を使ったコミュニケーションになるだけで

なく、先輩みたいに英語を話せるようになり

たいなど、子供たちが楽しみながら学んでい

る。自然に英語を使うようになり、子供が中

心になる仕組みに変えたことで、英語が好き

という子供が飛躍的にふえたそうです。 

 我が内灘町でも、小学生も英語が好きなま

ま中学へ送り出してほしいと願っておりま

す。 

 以上で私の質問を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【恩道正博君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 再開は午後２時 40分といたします。 

           午後２時 24分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時 40分再開 

    ○再   開 

○議長【恩道正博君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 １番、米田一香議員。 

   〔１番 米田一香君 登壇〕 

○１番【米田一香君】 皆さん、こんにちは。

議席番号１番、米田一香です。傍聴席の皆様

におかれまては、長時間にわたりありがとう

ございます。 

 本日は５つの質問を予定しております。 

 １つ目は健全な財政運営とフレイル予防、

２つ目は健診・検診事業の充实、３つ目は公

共施設への補聴システムの導入、４つ目は寡

婦（寡夫）控除のみなし適応、５つ目は子育

てアプリの活用についてです。 

 尐し早口になるところもあるかと思います

けれども、傍聴にお越しの皆様、またコミュ

ニティチャンネルをごらんの皆様に、できる

だけわかりやすいように質問したいと思って

いますので、町長初め、執行部の皆様におか

れましては、わかりやすい答弁をいただけま

すようお願い申し上げ、早速、質問に入らせ

ていただきます。 

 １つ目の質問は、健全な財政運営とフレイ

ル予防です。 

 ３月会議には、翌年度の当初予算が示され

ます。予算は行政の設計書とも言われ、私た

ちの税金が年間を通してどのように使われる

のか。その収入支出の計画が具体的に示され

ます。 

 議会では、新しく始まる行政サービス、縮

小される行政サービスはどういったものなの

か。また、それはどういった根拠に基づいた

ものなのか。 

 そして、継続されている行政サービスは適

当かどうか。私たち住民のニーズにマッチし

ているものか。そういった視点から歳入歳出

を審議してまいります。 

 地域に暮らす住民としましては、ハード面

からもソフト面からも住みよいまちづくり、

そしてサービスの維持向上を期待するわけで

すけれども、やはり私も含め、特に若い皆さ

んが気になること、また常に地に足をつけて

考えなくてはいけないと思うことは自分たち

の懐ぐあいに見合っているものであるか。そ

して、単年度の予算ではありますけれども、

この現状を未来へとつないでいける、先を見

越した予算になっているかということでござ

います。 

 こうしたことから、私は、議員就任後、毎

年３月、この当初予算審議の際には、財政状

況に関する質問を通しまして、町の認識を確

認させていただいております。 

 まず初めに、平成 30年度予算の概要と、そ

れに伴う財政状況はどうなっているのか、お

答えを願います。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 
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 平成 30年度当初予算につきましては、「子

育て・教育」「福祉・環境」「安全・安心」

「産業・観光」「定住促進・北部開発」の５

つの施策を柱として予算編成をいたしまし

た。 

 その主な事業をご紹介いたします。 

 １点目の「子育て・教育」施策といたしま

しては、子育て世代を応援するため、新たに

第３子以降の出産に対して出産祝金を支給い

たします。 

 また、これまで所得制限により軽減措置が

受けられなかった世帯に対し、第４子以降の

保育料を半額とする制度も設けます。 

 教育面におきましては、英語教育の充实に

向け、小学校では英語の授業を担任と英語講

師との２人体制で实施いたします。また、中

学校では２年生を対象に英語学力調査を实施

し、きめ細やかな指導につなげてまいります。 

 ２点目の「福祉・環境」施策といたしまし

ては、みんなが元気いきいき健康プロジェク

トによる中長期的な健康づくりを進めてまい

ります。また、地区管理街灯のＬＥＤ化事業

も継続的に推進します。 

 ３点目の「安全・安心」施策につきまして

は、緑台地区に新たな地域防災センターを整

備し、防災機能の充实を図ります。また、消

防力の一層の強化を図るため、新たに特殊水

槽付ポンプ自動車及びクレーン付資機材運搬

車を配備します。 

 ４点目の「産業・観光」施策としましては、

マリンスポーツや海水浴実でにぎわう内灘海

岸におきまして、引き続き町営の海水浴場を

設置します。また、内灘駅前の観光案内所の

充实を図るため、５月から９月までの間、平

日も開設いたします。 

 商工振興では、新たに起業支援事業補助制

度を新設するなど、町のにぎわい創出と商工

業の活性化につなげてまいります。 

 ５点目の「定住促進・北部開発」施策とい

たしましては、（仮称）白帄台インターチェ

ンジの整備に本格着工するほか、西荒屋审 24

号線及び宮坂 17号線の道路整備を進めます。

また、白帄台地内にて消雪設備の整備を行う

など、北部地区の住環境向上に取り組んでま

いります。 

 そのほか、若い世代の定住を促進するため

のふるさと就職奨励金制度の新設やマイホー

ム取得奨励金及び定住促進新婚世帯新居費用

補助金制度の拡充も行います。 

 これらの施策のほかにも、町民の皆様の負

託に応えられるよう、新年度も引き続き住民

福祉の向上に向け各種事業に鋭意取り組んで

まいります。 

 以上が新年度予算の概要でございますが、

これらの施策を推進するため、国県の補助金

並びに交付税算入のある有利な起債の活用を

図ってまいります。 

 なお、平成 28 年度決算時点におきまして

は、实質公債費比率や将来負担比率等は基準

以下であり、財政指標の上ではおおむね健全

財政を維持している状況でございます。 

 しかしながら、今後は社会保障費や公共施

設の老朽化対策及び維持管理費の増加が予想

されます。 

 引き続き、自主財源の確保に努めるととも

に、事業の選択と集中により事務事業の見直

しを図るとともに、公債費による財政負担が

過大とならないよう財政状況をしっかりと見

きわめ、町民の皆様の負託に応える行財政運

営に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。 

 ５つの柱からバランスよく、多面的に事業

を实施していただけるということでしたけれ

ども。 

 私は明るく元気な内灘町で、子供からご年

配の方まで町民一人一人が未来に夢や希望を

持って、生き生きとこの町で暮らし続けてい
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ただきたいと心から願っております。 

 ４月には白帄台小学校の開校も控えており、

この尐子化の時代におきまして小学校の新設

ということは、内灘町にとっても、また石川

県にとっても明るい未来を想像させるような、

喜ばしい出来事だというふうに思っておりま

す。 

 本当に私も議会で見学をしましたけれども、

すばらしい校舎となっていますので、３月 18

日日曜日の午前 10 時から午後３時まで一般

見学会も行われるようですので、ぜひ皆様、

町民の皆様にはおでかけいただければと思っ

ております。 

 先ほど町長からお答えいただけましたよう

に、しっかりと健全な財政を維持して予算を

組んでいただいているということでしたけれ

ども、公共施設の老朽化対策であったり、社

会保障費の増大というのが課題であると私も

認識しております。 

 内灘町でも社会保障に係る費用が本当に

年々ふえています。そして、その多くは高齢

の皆様に関する費用だということです。そし

て、内灘町の高齢化のスピードは、これも私

は何度も申し上げていますとおり、全国に比

較して、より速いスピードで進んでいる。そ

して、これからも進んでいくというのが現状

です。 

 現在、平均余命と健康寿命の差は、男性で

約 10歳、女性で約 13歳と言われております。

このような状況の中で、いかに高齢期に元気

に生き生きと自分らしく過ごしていただくか。

健康寿命を地域全体で押し上げていくかが課

題であります。 

 近年、健康寿命の延伸には、フレイルの予

防が重要であると言われております。健康な

状態から、何かしらの介護が必要になるまで

の期間をフレイル、日本語では虚弱と言った

りもしますけれども、フレイルといいます。 

 私たちは加齢に伴って運動機能や認知機能

が低下しますので、このフレイルと呼ばれる

状態は特に高齢者に起こりやすく、年を重ね

るごとに起こりやすいわけですけれども、こ

の健康な状態から介護が必要な状態になるま

でのフレイルの状態の間にさまざまな取り組

みをすることによって健康な状態に戻す、あ

るいは介護が必要になるまでの期間を延ばす

介護予防ももちろん重要ですし、まずはフレ

イルにならない、またはフレイルになるまで

の期間を延ばすフレイル予防が重要だと認識

されてきています。 

 町ではこういったフレイル予防の重要性に

ついてどのように認識しているのでしょうか。

また、町での取り組み状況もあればお答え願

います。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸博行町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 フレイルは、超高齢社会を迎えた現代にお

いて健康寿命の延伸を考える上で必要かつ重

要な概念の一つであると認識をいたしており

ます。 

 フレイルを予防するためには、その意味と

予防の重要性を広く啓発するとともに、地域

における健康づくりや介護予防の取り組みを

支援することが必要であると考えておりま

す。 

 町では、「フレイル」という言葉を用いて

はおりませんが、以前から介護予防教审を实

施しており、介護予防につながる運動や栄養、

ひきこもり予防について、普及啓発を続けて

いるところでございます。 

 また、地域においても高齢者の外出の機会、

交流の機会となるいきいきサロンなどが催さ

れており、その機会に介護予防に関する講座

を開くなど、健康づくりや介護予防に関する

取り組みを行っております。 

 今後もこれらの事業を継続实施していくと

ともに、フレイルに陥らないよう、また進行
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しないよう努めてまいりたいと思っていま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。これからもぜひ頑張っていただいて、介

護予防と、またフレイル予防を取り組んでい

ただければと思います。 

 次に、健康寿命の延伸を目指し、今年度、

国の地方創生加速化交付金を活用した健康づ

くり推進事業として、みんなが元気！健康い

きいきプロジェクトが平成 28 年度から４年

間の継続事業として進められております。 

 具体的には、金沢医科大学、町商工会並び

に民間企業などで構成する内灘元気づくり協

議会の設置、うちなだタニタ健康いきいきク

ラブを立ち上げ、体の見える化事業の实施、

またさまざまな健康づくりの普及啓発を行っ

ているというふうに伺っております。 

 このプロジェクトの实績と評価並びに、そ

れを踏まえ、平成 30年度の事業計画をお示し

いただきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 平成 28年度から取り組み、今年度、地方創

生推進交付金を活用し实施しているみんなが

元気！健康いきいきプロジェクトでは、体の

見える化推進事業を初めとするさまざまな事

業を展開しております。 

 現在、うちなだタニタ健康いきいきクラブ

に入会され活動量計を所持する会員数は 502

名です。平成 30年１月からは、若い世代から

の健康づくりの意識づけを目的に、これまで

30 歳以上であった入会年齢を 20 歳以上に拡

大しており、今後も会員の増加に努めてまい

ります。 

 そのほか、体力測定、筋力トレーニング体

験の实施、健康セミナーやうちなだタニタ健

康コンシェルジュによる料理教审、昨年から

引き続きコンシェルジュの養成講習を实施し

ております。 

 これまで实施した事業を通じて、町民の皆

様の健康づくりのサポートと健康寿命の延伸

に寄与していると評価しております。あわせ

て、健康に対する関心を持ち続けていただけ

るものと期待をしているところであります。 

 平成 30年度につきましては、これまでの事

業に加え、新たに「歩く」という健康行動に

対してポイントを付与し、会員の健康活動の

意欲高揚を図ります。 

 また、町内事業者による健康メニューの開

発支援事業を計画しております。 

 このほか「笑い」で健康効果があるとされ

る健康お笑い寄席、ノルディックウォーク体

験会・指導者講習会の实施を予定しておりま

す。 

 今後も健康づくりを目的とした活動に主体

的にかかわる住民の皆様の増加を目指し、健

康づくり推進事業の充实を図るものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。30年度もしっかりと取り組んでいただき

たいと思うんですけれども。 

 今ほどいただいたご答弁の中に、会員数は

今 502 名だということで報告あったんですけ

れども、委員会でもお尋ねしましたけれども、

ずっと継続できている方もいらっしゃれば、

途中で使わなくなってしまっている方がいら

っしゃるというのが委員会の報告でも伺って

おります。 

 そういったことも踏まえて、例えば歩数ポ

イントの付与とか、そういった新しい取り組

みをされていくのももちろん大事なことなん

ですけれども、せっかくご自分の健康状態に

興味を持ってやろうと思った皆様が継続して

いけるような、そういった働きかけをこれか
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らも、今年度もしっかりと取り組んでいただ

きたいなと強く要望したいと思いますし、も

う一つ確認ですけれども、今年度の１月から

30 歳の入会を 20 歳に拡大したということで

報告受けているんですけれども、これはやっ

ぱり若いうちからの健康づくりが重要である

という認識でよろしいのでしょうか、お答え

をいただきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 平成 30 年１月からの入会年齢を 30 歳以上

から二十歳以上に拡大したその理由につきま

しては、若い世代からの健康づくりの意識づ

けを目的としているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。私も非常に重要だと自分自身も含めて、

そんなふうに感じているところでございま

す。 

 では、次の質問に行きたいと思うんですけ

れども。 

 先ほどの質問でもお話ししましたけれど

も、健康な状態から介護が必要な状態になる

までの「フレイル」と呼ばれる状態の間にど

のような対処をするのか、またフレイルにな

らないためにも健康状態をどのように維持す

るのかが健康寿命の延伸に大きくかかわって

きます。 

 これはご高齢方のみの話ではなく、若いこ

ろからの意識づけが普段の一人一人の生活へ

とつながり、地域での健康づくり、健康に生

き生きと暮らし続けられる地域環境の充实

と、世代を超えて地域全体で取り組むべき課

題であると思います。 

 病気やけがをしにくい強靭な体や心づくり

に取り組むことでリスクは減らすことができ

ますが、いつどのような形でどのような病気

やけがをするかは实際のところ誰にもわかり

ません。ただ、どのような程度、つまりどの

ような状態のときに病気やけがを見つけるこ

とができ、適切な対応ができるかが病気やけ

がに打ち勝つ、または病気やけがと上手に折

り合いをつけながら自分らしく暮らし続けら

れるかどうかということに大きく影響してま

いります。 

 そこで、やはり重要になってくるのは、ま

ずふだんから自分自身の体の状態を知ってい

ること。そして、早期発見、早期治療であり

ます。こういった理由から、２つ目の質問、

健診・検診事業の充实が町民の健康寿命の延

伸にとって重要であるという認識のもと、次

の質問をさせていただきます。 

 今、言葉だけを聞いていると、あれあれっ

と思った方もいらっしゃるかなと思います

が、最初の健診、「健やかな」ほうの字を当

てる健診は、健康状態を調べる健康診断の略

です。血圧や血液検査などのデータから、ご

自身の生活習慣を見直すきっかけにもなり、

健診を定期的に受けて自分の体を知ること

は、病気になりにくい体づくりの基本で、疾

病の１次予防としてとても大切なことです。

職場での健康診断や町の特定健診などがこち

らに当たります。 

 また、２つ目の検診、調べる検査の「検」

という字を当てる検診は、体の特定の部位、

特定の疾患を検査することを目的に实施する

もので、早期発見から早期治療へとつなげる

２次予防としてこちらも同じく大切なもので

す。大腸がんや乳がんなどの各種がん検診や、

肝炎ウイルス検診などがこちらに当たりま

す。 

 ここで、まず、平成 29年度には新規事業と

して個別歯周病健診とアルブミン尿検査が加

えられております。これらも踏まえて、各種

事業の实績と評価をお答え願います。 

○議長【恩道正博君】 北野亨保険年金課担

当課長。 
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  〔保険年金課担当課長 北野亨君 登壇〕 

○保険年金課担当課長【北野亨君】 ただい

まのご質問にお答えいたします。 

 町では、町民の健康寿命の延伸と健康増進

を図るため、生活習慣病の予防として、40歳

から 74 歳の国民健康保険被保険者に対して

实施する特定健康診査や、加入保険の種類に

かかわらず疾病の早期発見、早期治療のため

のがん検診等の取り組みを行っております。 

 ご質問の個別歯周疾患検診については、検

査対象者 1,609名に対し、受診者 115名、7.1％

の受診率となりました。石川県内でこの検診

を实施する 16 市町の中でも高い受診率を示

しております。 

 アルブミン尿検査については、検査対象者

277 名に対し、实施者は 156 名、56.3％の受

診率で、そのうち 34名にアルブミン尿の所見

が認められ、栄養指導や専門医への受診を勧

めるなどの支援を行いました。半数以上の対

象者が受診し、保健指導につなげるなど、糖

尿病性腎症の重症化を予防する上でも一定の

評価ができるものと考えております。 

 糖尿病の重症化予防、歯周病を有する方を

減らすためにもさらなる受診率の向上に努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。新しい事業に関しましても一定の効果が

得られているなというふうにこの数値からも

感じますし、ますます町民の皆様の健康づく

りに寄与していただきたい。事業継続を求め

たいと思います。 

 では、次に、各健診・検診のそのほかの受

診率というのはどういった状況でしょうか。 

 また、近年の、あわせまして人間ドックの

助成状況についてもお答えいただければと思

います。 

○議長【恩道正博君】 北野課長。 

  〔保険年金課担当課長 北野亨君 登壇〕 

○保険年金課担当課長【北野亨君】 ただい

まのご質問にお答えいたします。 

 平成 30年１月末現在で 40歳から 74歳の国

民健康保険被保険者に対して实施する特定健

康診査の受診率は 46.6％、生活習慣病予防対

象者の約 80％に保健指導を行っているという

ことでございます。 

 がん検診の受診率につきましては、検診の

種類によってばらつきはございますが、25％

前後。がん発見総数は 14名でございます。 

 また、人間ドック受検に対する助成状況で

ございますが、平成 30年１月末で、国民健康

保険では 99名の方に合計で約 330万円、後期

高齢者医療では８名の方に合計で約 33 万円

を助成いたしました。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。 

 では、今年度の 29 年度新しく实施した事

業、また今年度の特定健診等の受診状況も踏

まえまして、現状周知状況であるとか、内容

とか、そういったものは十分だという認識で

よろしいでしょうか。 

 私は、健診・検診事業の拡充について求め

たいと思いますけれども、まず、歯周病検診

の年齢がもう尐し幅広くできないものでしょ

うか。 

 また、先ほど若い世代からの健康づくりの

意識づけという答弁もいただきましたけれど

も、ヤング健診は、現在、集団健診しか实施

されていないという状況でございます。こう

いったことに関して個別での实施は検討して

いただけないでしょうか。 

 また、現在は内視鏡での胃がんの検診が受

けられないという状況になっております。こ

ういった他市町の動向、また日本国内の状況

を見ておりますとレントゲンだけではなく、

内視鏡の検診を導入している自治体というの

がふえているというふうに私は認識しており
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ます。 

 また、肺がんに関してもヘルカルＣＴの導

入をしている自治体というのがふえてきてい

ます。こういった現状も町のほうでは把握さ

れていて、どういった認識をされているのか

ということ。 

 また、お隣の金沢市さんでは聴力検診、そ

れから眼科検診というものも導入されていま

すけれども、こういったことに関しましても

町での導入というものは検討してはいただけ

ないでしょうか。 

 費用対効果という観点も健診や検診事業に

は非常に重要な視点であるというふうに私も

認識しておりますけれども、効果的かつやは

り何よりも受ける住民の皆様の目線で考えま

すと受ける検診を選ぶことができる、また受

ける日にちもある程度幅を持たせて、また受

ける年代も広げていただくということが住民

の目線で考えますと非常にありがたいことな

のかなというふうに思っています。お願いし

たいことでもございます。一層の健診・検診

の充实をお願いしたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 北野課長。 

  〔保険年金課担当課長 北野亨君 登壇〕 

○保険年金課担当課長【北野亨君】 ただい

まのご質問にお答えいたします。 

 今ほど６点のお尋ねがあったかと思うんで

すが、町といたしましては、各種健診の充实

に向けたご提案に関しては、さまざまな課題

があるというふうに考えております。 

 費用対効果や有効性などについて他の自治

体の取り組み事例や金沢医科大学のほか、委

託医療機関との協力体制など、先ほどご指摘

のありましたことも踏まえて調査研究してま

いります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 私は、以前の選挙で

若者の目線から、女性の目線から、そして看

護師の目線から、住民の皆様の声を届けるこ

とをお約束し、おかげさまで 1,000 票を超え

る得票数をいただき、この場に立てて質問を

させていただく機会を得ているということで

ございます。 

 看護師の目線、つまり医療従事者の目線と

して、やはり町民の皆様の生命を守り、ます

ます自分らしく健康に暮らしていただけるま

ちづくりを進められるように、町に対して提

案、提言をしていくことが私の議員としての

使命であるというふうに認識しております。 

 よその地域では、健康づくりのためにどん

どんと取り入れられていること、实行してい

る事業というのをどうして当町では实施して

いないのか。それとも、实施できないのか。

費用の観点とか、費用対効果とか、そういっ

たものもいろいろあるかなと思うんですけれ

ども、費用対効果と言ってしまえばそれまで

なんですけれども、私たちの体というのは、

命は１つしかありません。そういったことを

考えますと、この６つ以外にもほかにもいろ

いろとあるんですけれども、ここではこの６

つの健診や検診の導入を総合的に検討いただ

けるというご答弁いただいておりますけれど

も、多分、それぞれの事情があるのかなと。

検討された経緯もあったのではないかという

ふうに思いますけれども、こういったほかの

他の自治体でどんどん導入されている、また

隣の自治体で積極的に取り入れようとされて

いるこの６つの健診に関しまして、それぞれ

当町で实施していない理由、またはできない

理由。逆に、どういう条件を整えれば私たち

の町でも私たち住民が受けることができるの

か。こういった町の見解、認識を丁寧に教え

ていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長【恩道正博君】 北野課長。 

  〔保険年金課担当課長 北野亨君 登壇〕 

○保険年金課担当課長【北野亨君】 ご質問

にお答えいたします。 
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 今ほどその６つの健診についてのより説明

をというようなご質問だったかと思います。 

 順番にお答えしたいと思います。 

 まず１番目に、歯周病、歯周疾患検診の年

齢引き下げという点でございました。現在、

18歳からのヤング健診と同時に歯周検診も实

施することができますが、対象年齢の引き下

げ等につきましては、済みません、検診の受

け入れ状況等、そういったことも踏まえて研

究いたしたいというところでございます。 

 続きまして、ヤング健診を医療機関でも受

けられるようにというようなご質問があった

かと思います。こちらのほうにつきましては、

より多くの方に受けていただけるよう、託児

つきの健診日も設けてございます。しかしな

がら、医療機関の健診につきましては受け入

れ状況など調査研究が必要ではないかという

ふうに考えております。 

 続きまして、胃がん検診への内視鏡の導入

のご質問でございますが、こちらにつきまし

ては、内視鏡設備を有する医療機関の確保、

また検診からその後のフォローなど安全管理

を含めた体制整備というのが課題となってお

ります。 

 続きまして、肺がん検診の件でございます

が、町内におきましては検査機器の設備など

検査可能な医療機関が限られるといった課題

がございます。 

 次、聴力検査のご質問あったかと思います。

聴力検査につきましては、職場などで労働安

全衛生法に基づく定期健康診査として实施さ

れておるようでございます。残念ながら、特

定健康診査には含まれておりません。 

 金沢市では、金沢市耳鼻科医会の協力を得

て 65 歳から 74 歳を対象に实施されていると

いうふうに伺っております。 

 残念ながら、国の健康診査に係る指針がな

いところでの検査導入にもなるため、健診後

のフォロー体制等も含め、今後研究が必要で

はないかというふうに考えております。 

 また、目の検査につきまして、緑内障等の

検査につきましては導入している市町村があ

るとも伺っておりますが、やはり検査可能な

医療機関の確保、そういった課題がございま

す。 

 ご質問いただいた６点につきましては、こ

ういった課題等があるという認識はしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 細かくありがとうご

ざいます。いろいろな検診事業に対して受け

入れ状況を踏まえた調査研究であるとか、あ

とは機関の確保であるとか、フォローアップ

体制の構築であるとか、設備が限られるとい

った、それぞれにいろいろな事情があること

は認識しておりますけれども、何よりも当町

には金沢医科大学病院があるわけですね。そ

れから、ほかの検診事業に関しても他の自治

体の医療機関に受診できるような制度という

ことももうやっている項目もあるはずです。

そういうことを踏まえましたら、医療機関が

確保できないであるとか、受け入れ状況とい

う答弁というのはすごくネガティブな答弁に

なってくるのではないかなと思うんです。 

 やはりこういった当町の強みを生かしなが

ら、またほかの検診項目でもしているように、

他市町との連携というのができるのではない

か。検討して实現できることが住民の皆様に

とっては当町で受けられるというのがすごく

いいことではあると思うんですけれども、当

町以外の他市町の医療機関さんとも連携して

いただいて、受ける機関がふえるとか、受け

れる項目がふえるというのは住民目線で考え

たらいいことではないかなと。 

 役場側、行政側の目線ではいろいろな処理

が大変なこともあるかなという認識もあるん

ですけれども、やはり一人一人の命を守るた

めに、健康を守るためにそういった他市町と

の連携、そういったことも検討していただき
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たいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 北野課長。 

  〔保険年金課担当課長 北野亨君 登壇〕 

○保険年金課担当課長【北野亨君】 ただい

まのご質問にお答えします。 

 現在、検診事業につきましては、医療機関

での個別検診も行っております。こちらにつ

きましては、町内外の医療機関とも個別に、

お実様のニーズに合わせて個別に検診の委託

もしております。そういった部分では町外の

医療機関とも連携はとれてはいるんですが、

いろんな各種検診の受け入れ体制につきまし

ては、また今後の調査研究ということでお願

いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ぜひ前向きに検討し

ていただければと思います。 

 では、次の質問に入りたいと思います。 

 ３つ目の質問は、公共施設への補聴システ

ムの導入という質問でございます。 

 平成 27 年の厚生労働省による認知症対策

推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症・

高齢者にやさしい地域づくりに向けて～の第

２、具体的な施策の２の(2)、発症予防の推進

の中でも、加齢や遺伝、高血圧や喫煙といっ

た項目に加えて、難聴が認知症の危険因子で

あることが明記されております。 

 これまでに高齢者の聞こえが日常生活や心

理的な状態に影響を及ぼすかが研究されてき

ており、聞こえの障害に対する理解を深め、

良好なコミュニケーションを進めるためのソ

フト、ハード両面における環境整備の必要性

が述べられております。 

 聞こえの低下は、抑鬱や社会的孤立、主観

的健康感の低下につながり、健康寿命に影響

する可能性が示唆されてきました。 

 ある研究からですけれども、日本国全体の

高齢者の約２人に１人は難聴、聞こえにくさ

を感じているという推計が出ています。 

 聞こえにくいということは、コミュニケー

ションといった観点からも、本人だけの問題

ではなくて、相互の問題であり、社会全体で

の課題であるというふうに認識しておりま

す。 

 金沢で实際に行われている聴力検診の対象

者の約 30％が――28％ですけれども、耳が遠

くて困るというふうに答えているというデー

タもございます。 

 实際に内灘町では、私も同じように調査を

しましたけれども、高齢者の約３人に１人が

自身の聞こえに対して不満を感じているとい

うデータも出ました。 

 また、健常な方だけではなく、先日、あい

あいの会の方にお話を聞きますと、目の見え

ない方にとっても、音、聞こえというのは非

常に大事な情報収集源であるということもお

聞きしまして、加齢に伴い、聞こえにくさを

感じると、本当に危なくなったり、相手との

コミュニケーションにすごく不利益をこうむ

っているという話もお聞きしました。 

 磁気ループやＦＭ、赤外線方式などの補聴

システムというものを用いますと、専用マイ

クで話した声が附属の受信機で聞く際に大き

な声に変換されて聞こえます。受信機は、受

話器、電話型のものであったり、スピーカー、

また機能つきの難聴の方がお持ちの補聴器な

どでも活用することが可能です。 

 そして、個別での会話はもちろん、集団で

の補聴にも活用できる多くの可能性のあるシ

ステムであるというふうに私は認識しており

ます。 

 こういった補聴システムの導入によって聞

こえに障害のある方、また聞こえにくさを感

じている多くの皆様に、よりプライバシーに

配慮した窓口対応が可能になるかと考えます

し、また施設等への導入や貸し出しによって 

会議や各種イベントなどで、より聞こえやす

い環境を提供できるものと考えております。 

 町でもこの補聴システムの導入を提案いた
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しますが、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 出嶋剛福祉課長。 

   〔福祉課長 出嶋剛君 登壇〕 

○福祉課長【出嶋剛君】 ご質問にお答えい

たします。 

 当町におきましては、身体障害者手帳を取

得された聴覚に障害のある方に対し、補装具

費支給制度において補聴器などの購入または

修理に要した額から原則１割の利用者負担額

を除いた額を申請に応じて支給しているとこ

ろであります。 

 ご提案の補聴システムにつきましては、手

帳の申請までには至らない、聞えにくいと感

じている高齢者の方々にとって大変有益なシ

ステムであると捉えております。 

 しかしながら、システムの導入につきまし

ては、費用対効果などを勘案し、今後、調査

研究してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ぜひ、今後、前向き

に調査研究していただければと思います。ま

た新しい情報がありましたら提案させていた

だきたいと思います。 

 次に、当町での寡婦（寡夫）控除のみなし

適応についてお尋ねいたします。 

 寡婦（寡夫）控除では、夫や妻と離婚・死

別をして子育てをする人の所得税が控除され

ます。しかし、同じひとり親でも婚姻歴のな

い非婚のひとり親には同様の控除がされませ

ん。さらに、公営住宅の入居資格や家賃は課

税所得を、また保育料は所得割課税額をもと

に算定されますので、非婚のひとり親はパー

トナーと離婚・死別したひとり親に比べて負

担が大きくなるというのが現状です。 

 婚姻歴の有無によって格差、差別が生じる

のは理不尽であり、合理的な説明は難しいと

いうふうに言われております。 

 現代では多様性の認め合える社会、家族の

あり方が求められているにもかかわらず、一

部には、寡婦に非婚を加えることで結婚して

出産して子育てするという伝統的な家族観の

変化を主導することになりかねないといった

指摘もあるようです。 

 厚生労働省の調査によりますと、母子家庭

になった理由として、１番「離婚」に続き、

２番は「未婚」となっており、３番目の「死

別」を上回っている現状です。 

 こういった婚姻歴にかかわらず、同じひと

り親として控除のみなし適用をすることで不

公平、不利益を埋めることができると考えて

います。石川県内でも七尾市、加賀市、隣の

津幡町等で、既に实施されてきているようで

す。 

 当町では、ひとり親支援策として保育料・

学童保育料の減額、医療費の助成、就学金・

就学援助金の支給、学習支援事業など多くの

支援策がなされているということは認識いた

しております。ですが、子供に関する事業、

障害に関する事業、健康に関する事業などさ

まざまな事業が所得に対応する形での支援と

なっていると思います。 

 本来ならば、世の中の流れに対応した形で

税制改正が望ましいと思っておりますけれど

も、一筋縄ではいかず、まだ時間がかかりそ

うです。 

 こういったことを受け、厚生労働省では、

来年度から 25 の事業で寡婦控除のみなし適

用を行う方針を決定いたしております。 

 そこで、当町のこれまでの非婚のひとり親

への支援とあわせ、今後の寡婦控除のみなし

適応についてどのように实施していくのか、

方針をお示しください。 

○議長【恩道正博君】 上島恵美町民福祉部

担当部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 ご質

問についてお答えいたします。 

 平成 30 年度より实施予定である非婚のひ

とり親に対する寡婦(寡夫)控除のみなし適用
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につきましては、各事業の算定時期に合わせ、

順次、みなし適用を实施してまいります。 

 町では、これまでひとり親世帯の経済的負

担の軽減、自立促進、生活の向上のため、寡

婦（寡夫）控除が適用されていない、非婚の

ひとり親も含めた全てのひとり親を対象に、

所得に制限を設けず、児童奨学金や医療費助

成、学童保育料などの助成を行っております。 

 今後も、多様な社会や家族のあり方に応じ

た子育て支援をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。 

 最後の質問、子育てアプリの活用に移りま

す。 

 平成 30 年度予算の新規事業に子育て支援

アプリ事業があります。予算額３万 6,000 円

とアプリの開発にすると非常に安価な予算だ

ったもので、私自身もとても驚いたのですけ

れども、このアプリ事業の概要をお示しくだ

さい。 

○議長【恩道正博君】 上島部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 お答

えいたします。 

 子育てアプリは、子育てや子供の保健情報

を発信することを目的に、金沢市、白山市、

かほく市、野々市市、津幡町、内灘町の４市

２町で構成された石川中央都市圏内で、共同

利用できるスマートフォン専用のアプリケー

ションでございます。 

 アプリの開発は金沢市が实施し、今後の年

間保守管理費を４市２町のゼロ歳から６歳人

口の割合で按分負担するものでございます。 

 配信される情報は、各市町の授乳施設、多

機能トイレなどスマートフォンの位置情報を

活用した子育て関連施設の地図表示機能やイ

ベントのカレンダー機能、休日当番医や各市

町のホームページのリンク機能などで、配信

は平成 30年４月１日を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 私も实際に今金沢市

さんが使っておられるアプリをダウンロード

して見てみました。課長さんのご説明のよう

に、位置情報を使って子育てに役立つ情報を

入手することが可能です。 

 また、特徴としては、金沢市、白山市、か

ほく市、野々市市、津幡町、そして当町で構

成される石川中央都市圏では４月から共同運

営開始となります金沢広域急病センターで小

児夜間救急の対応が開始されるわけですけれ

ども、このアプリ内には困ったときどうしよ

うと焦ったときに、休日当番医情報や子供の

救急情報にアクセスできるようにもなってお

ります。 

 また、近々の予定も表示され、自分自身で

お子様の予防接種や健診、その他さまざまな

予定が入力できます。 

 ここで確認させていただきますが、これま

での予防接種や乳幼児健診の周知方法はどの

ようにされておりますでしょうか。 

 また、定期予防接種事業の受診状況をあわ

せて教えてください。 

○議長【恩道正博君】 北野課長。 

  〔保険年金課担当課長 北野亨君 登壇〕 

○保険年金課担当課長【北野亨君】 ただい

まのご質問にお答えいたします。 

 従来より予防接種、乳幼児健診の周知につ

きましては、対象者に対して個別に通知を行

うほか、広報やホームページに年間及び毎月

のスケジュールを掲載し、その周知に努めて

おります。 

 予防接種受診率については、種類によって

異なりますが、平成 26 年度 77.2％、平成 27

年度 80.9％、平成 28 年度は 87.2％となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 
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○１番【米田一香君】 では、今後、この子

育てアプリ内で子供の予防接種時期や健診情

報などをそれぞれのお子さんの月齢等に合わ

せて、また地域ごとに発信できるようにでき

ないでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上島部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 お答

えいたします。 

 子育てアプリ内での予防接種情報、検診な

どの情報については、利用者が自分の利用施

設を登録し、予防接種、検診情報をアプリ内

のカレンダーへ登録することにより、検診日

に通知を受け取るものとなっており、スマー

トフォンの利用頻度が高い子育て世代には使

い勝手のよい仕様となっております。 

 町では、ホームページ、町広報での子育て

アプリの周知を進めるほか、保健センターや

子育て支援センターでのアプリの導入、使用

説明を進めてまいります。 

 今後の子育てアプリ機能の充实につきまし

ては、石川中央都市圏の共同事業において検

討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員、答弁が終

わりました。よろしいですか。 

 米田議員。 

○１番【米田一香君】 これからは自治体間

協力の時代だと思っております。近隣自治体

で協力できること等は協力して、よりよいサ

ービスが受けられるようになれば何よりも住

民目線で考えると本当にありがたいと思いま

す。 

 これからもぜひ内灘町らしさを大切にしな

がら、近隣自治体と連携をとりながら、明る

く元気なまちづくりを川口町長初め執行部の

皆様には力強く推し進めていただきたいと強

くお願い申し上げまして、私の一般質問を終

わらせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長【恩道正博君】 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10 番【清水文雄君】 議席番号 10 番、清

水文雄でございます。 

 ３月会議本会議で一般質問をさせていただ

きます。通告に基づきまして一問一答方式で

質問をいたしますので、執行部におかれまし

ては明瞭でわかりやすい答弁をお願いをした

いと思います。 

 まず、2018年度予算案についてお伺いをい

たします。 

 財源なくして事業なし。持続可能な町民福

祉の向上をぜひとも図っていくこれからの内

灘町、町長が言われます「明るく元気なまち

づくり」、そのためにも本当にこの町の財政

状況、心配でなりません。 

 先ほどから米田議員のほうからございまし

たけれども、町長の答弁の中でございました、

数値的には公債費比率問題ない、そんなふう

に言われておりますけれども、これからが大

変な時期に入っていく、そんなふうに思うわ

けでございます。 

 町長の答弁の中で、この 2018年度予算案の

方針について述べられましたけれども、私の

ほうからは、その具体的中身について質問を

させていただいて、この内灘町のより町民が

幸せに福祉の向上を執行部が図って、町民全

体で図って発展をしていくまちづくりにつな

げていきたいというふうに思います。 

 さて、2018 年度予算案は、一般会計が 96

億 3,000 万円、前年度比マイナス 8.8％、国

民健康保険、介護保険、公共下水道などの特

別会計が 64 億 8,550 万円、前年比マイナス

10％の総額で 161 億 4,850 万円というもので

ございます。 

 一般会計で歳出の特徴は、（仮称）白帄台

インターチェンジ整備が４億 4,220 万円、土

木費が 17億 3,800万円、４億 4,900万円、前

年比 34.9％の増加となっているのでありま

す。 
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 債務負担行為としてこの事業に県委託事

業、これは 18 年から 19 年度ということで２

億円、厳しい財政状況の中、またもやむだな

大型建設事業が開始をされようとしておりま

す。 

 一方、歳入は地方交付税が前年比マイナス

2.2％、5,000万円の減額。歳出に対しての不

足分を臨時財政対策債を含んだ町債 11 億

9,700万円、そして基金から繰入金３億 3,300

万円で補っているというのが实態でありま

す。 

 その結果、2018年度末の町債残高は 122億

5,000 万円となり、今後、当町の一般会計の

約１割にあたる９億円から 12 億円が毎年そ

の償還返済に充てられなければならないので

あります。 

 そうした中で、毎年限られた厳しい財政状

況の中での予算案となっているわけでござい

ますけれども、一方で、これは私、昨年も質

問いたしました。町の貯金にあたる基金の現

在の状況、2018年度の予算案での状況をまず

はお聞きをいたします。 

○議長【恩道正博君】 長谷川徹総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 今回の平成 29 年度３月補正を踏まえた年

度末の基金現在高見込額は、財政調整基金が

４億 7,790 万円で、その他の目的基金を合わ

せた一般会計分では 10億 170万円でございま

す。 

 また、一般会計と特別会計を合わせまして

11億 3,780万円の残高となります。 

 次に、平成 30年度当初予算における基金か

らの繰入金につきましては、財政調整基金で

は、財源調整のため２億 5,890 万円を公用・

公共施設整備基金では、建設事業への充当財

源として 7,000 万円など、総額で３億 3,390

万円の繰り入れを見込んでおります。 

 また、基金積立金につきましては、条例に

基づく義務教育施設整備基金を含め、一般会

計、特別会計を合わせまして 6,710 万円を予

算計上しております。 

 なお、平成 30年度末の一般会計及び特別会

計を合わせた基金現在高につきましては８億

7,100 万円を見込んでいるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 今答弁にありました

けれども、町の財政状況、とりわけ何にでも

使うことができる財政調整金、これは 2017年

度末で４億 7,700万円の残高が 18年度で約２

億 5,800万円取り崩されて、18年度末見通し

で約２億 1,900 万円になってしまう。また、

目的基金でも多く取り崩され、義務教育施設

整備基金 5,000 万円、公用・公共用施設整備

基金 7,000 万円が取り崩され、一般会計分で

17 年度末残高 10 億円の基金、これが６億

9,000 万円まで減ってしまいます。今後、地

方債残高が膨らみ、償還金負担の増加の一方

で、財政調整基金等からの繰り入れもなかな

か困難になってくれば、これは単純に考えて

みても、今年度はいいとして、再来年度の 2019

年度の予算編成はかなり厳しいものになるの

ではないでしょうか。今後、2019年度に向け

た見通しと対策について、どのように考えて

いるのか、お聞きをいたします。 

○議長【恩道正博君】 長谷川部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 尐子高齢と人口減尐が進む中、本町では町

の魅力を高め、町民の皆様に安心して暮らし

ていただけるよう、現在、各種施策に取り組

んでいるところでございます。 

 本町の財政状況は、近年の積極的な事業推

進により地方債残高が増加し、基金残高は減

尐傾向にあるのは事实でございます。 

 しかしながら、平成 31 年度におきまして
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も、北部開発の促進と交流人口の拡大を図る

ため、（仮称）白帄台インターチェンジの整

備を継続するとともに、「子育て・教育」「福

祉・環境」「安全・安心」などの重要施策を

進めていく必要がございます。 

 基金残高につきましては、計画的な財政運

営をしていく上においては、尐ないより多い

ことは言うまでもございません。今後はでき

るだけ基金に依存することなく、限られた財

源の中で、創意と工夫を凝らし、町民の皆様

の負託に応えられるよう、事業の確实な進捗

を図っていくことが重要であるというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 これまでためてきた

町でいう貯金、基金、これを取り崩して、年々

尐なくなっていく基金への町としての考え

方、これは町民に対して説明責任があるとい

うふうに思いますので、具体的にお答えをい

ただきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 基金には、急激な歳入の減尐や突発的な歳

出の増に備えるための財政調整基金のほか、

義務教育施設整備基金のように公共施設の整

備など特定の目的のために資金を積み立てる

目的基金などがございます。 

 今年度の冬の大雪によりまして、昨年 12月

とことしの２月に除雪対策に係る予算の追加

が急遽必要となりましたが、この予算の財源

手当てとして財政調整基金を取り崩して対応

しております。 

 そのため、基金残高につきましては、減尐

傾向にありますが、急な災害などへの対応や、

また計画的な財政運営を行う上でも基金を積

立てておくことは大変重要なことと認識して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 この質問は、前年度

も、去年もお聞きをした質問でございますけ

れども、一緒の答弁でございます。 

 そういう意味では、昨年 12月会議における

私の基金に対する答弁の中で、総務部長答弁

「標準財政規模に対して必要以上に基金残高

を保有している自治体については、財政運営

に余力があるとみなされ、地方交付税など地

方への財源配分の見直しを論議する動きもあ

ると政府のほうでそんなふうな動き、考え方

もある」という答弁をいただいたわけでござ

いますけれども、それは事实なのか、その後

の動きについて答弁をお願いをしたいと思い

ます。 

 きょうの北國新聞にも載っておりましたけ

れども、議会報告に載っておりましたけど、

各自治体、例えばかほく市なんかは基金は大

丈夫かという質問、一般質問がされて、市長

は 60億円あるから大丈夫だ、そんな答弁をな

さっているようでございます。 

 そんなことから見れば、このことが事实な

のかどうか。そしてこれからの動き、どうい

うふうになっているのか、お聞きをしたいと

いうふうに思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 昨年 12 月会議の清水議員の一般質問の中

で私がお答えいたしましたとおり、国では標

準財政規模に対しまして必要以上に基金を有

している自治体については財政運営に余力が

あるとみなし、地方交付税など地方への財源

配分の見直しを議論する動きがあったことは

事实でございます。 

 その後、新聞報道等にもございましたが、

財務省と総務省の協議の中で、国の平成 30年

度予算においては基金残高の増加を理由とし
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た地方交付税の削減については見送ったとの

ことでございます。 

 今後の動向につきましては、この議論は継

続していくものと考えられますので、今後と

も国の動向等を注視してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 そういう意味で見れ

ば、そういう動きがあるようであれば、なお

さらこの内灘町の自主財源、これをどう確保

していくか、そのことが重要なのだというふ

うに思います。 

 その自主財源の確保に向けて、とりわけは

19年度、来年度の予算編成に当たって、これ

は先ほどお聞きしたんですけど答弁がなかっ

たというふうに思いますので、どういうふう

に認識をされているのか、お伺いをいたしま

す。 

○議長【恩道正博君】 長谷川部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 先ほどの答弁の中で、来年度に向けての財

政状況でございますけれども、答弁したとお

り、基金残高につきましては減尐傾向にはご

ざいますけれども、限られた財源の中で総意

と工夫を凝らし、事業の着实な推進を図って

まいりたいというふうに考えております。 

 自主財源の確保につきましては、町税等の

収納率の向上、使用料等の確实な確保という

ふうな点で、その方向については継続してい

きたいというふうな考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 町長の所信表明の中

でもございます。選択と集中、それを实行し

ていくということを申されておりましたけれ

ども、まさに必要だと思います。 

 自主財源の確保というのがなかなか困難。

一方では、交付税、先ほど言われたように減

額の傾向にあると。そうしたところに、歳入

がふえないとすれば、町民への負担とか、そ

ういうものを考えているのか、あるいはその

事業費の見直しで事業をカットしていく、そ

んなことを具体的に考えているのか、何か具

体的にお願いをしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 町では、毎年、その事業の事業計画につい

て各課でヒアリングを行いまして、次年度以

降の事業の選択と集中に向けた事業を選択し

ているわけでございます。 

 そうした中で、何が来年度以降必要なのか、

そういったことを踏まえまして、財政状況も

勘案しながら事業の推進を図っていくという

方針でございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 時間の関係もありま

すので、これ以上質問を避けたいと思います

けれども、やっぱりしっかりとこの町のあり

方、選択と集中というふうに申されるんであ

れば、きちっとその必要な事業、無駄な事業

というのはないだろうというふうに思います

けれども、今必要な事業、将来的に必要な事

業、もちろん中長期にわたって財政計画組ま

れておると思うんですけれども、そんな視点

をきちっと持っていただいて、やっぱり行財

政改革、何か終わったというふうに以前答弁

を受けたこともあるんですけれども、私はこ

れは永遠の課題だと思いますので、行財政改

革のより推進に向けてこれからの町政運営を

お願いをしておきたいと思います。 

 ２つ目の質問に移らさせていただきます。 

 東山内灘線の延伸～内灘高校横の準幹 10

号線の道路整備についてお伺いをいたしま

す。 
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 東山内灘線延伸は、計画から約 30年近くが

経過をしているのではないかなというふうに

思います。 

 清湖大橋から海浜向陽台交差点の県道東山

内灘線の延伸計画の進捗状況についてお伺い

をいたします。 

○議長【恩道正博君】 井上慎一都市整備部

長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 海浜向陽台交差点から準幹 10 号線までの

延伸事業につきましては、準幹 10号線の整備

が完了後の事業となり、現在、準幹 10号線の

用地買収を行っているところでございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10 番【清水文雄君】 この準幹 10 号線の

事業でございますけれども、旧能登海浜有料

道路、現在ののと里山海道の粟崎４丁目から

内灘町大根布区間の直線化の实現とともに、

内灘町高校横から千鳥台５丁目への町道準幹

10号線の整備計画の予算づけというものもこ

の間されたことがあるというふうに思いま

す。 

 この 18 年度予算案でも債務負担行為とし

て 30 年から 32 年までの期間として 7,300 万

円が計上されています。 

 私はこの質問を何回か取り上げているんで

すけれども、一向に前進がされません。地権

者と話し合いをしてるということでございま

すけれども、この準幹 10号線、この整備事業

というのは千鳥台５丁目の児童の通学路を初

め、コンフォモール内灘、とりわけアオキ跡

地も含めたにぎわい創出、それにつながるも

のというふうに思います。 

 現在までのこの 10 号線の整備事業の状況

について、今後の展望も含めて町の考えをお

伺いをしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 井上部長。 

   〔都市整備部長 井上慎一君 登壇〕 

○都市整備部長【井上慎一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 準幹 10号線の進捗状況でございますが、現

在、道路計画用地の 37％が取得済みあり、残

り５筆で２名の方がまだ未買収となっており

ます。 

 そのうち１名の方は農業従事者で、道路用

地買収後の残地では農業を行うには狭いと、

近くに代替地を希望されております。 

 もう１人の方は、当該道路用地の周辺にも

農地を所有していることから、代替地として

提供してもらえないか、あわせて交渉をして

いるところでありますけれども、交渉は進ん

でいないという状況でございます。 

 なお、準幹 10号線の整備につきましては、

内灘高校前の準幹１号線から千鳥台５丁目を

通り内灘海岸までのアクセス性、周遊性を図

る道路として重要と考えているところでござ

います。 

 先ほどの地権者との交渉が整い次第、整備

に向けて進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 相手のあることだろ

うというふうに思いますけれども、ぜひとも

早期实現に向けて努力をお願いをしたいと思

います。 

 引き続いて、コンフォモール内灘について

質問をさせていただきます。 

 コンフォモール内灘Ａゾーンへの進出予定

であった、まだ進出予定だと思いますけれど

も、サーモンプラントの状況というのはどの

ようになっているのか、お伺いをいたします。 

 一昨年の年末に新聞にも大きく掲載をされ

て、コンフォモール内灘Ａゾーンへの進出が

議会にもその案が提出をされてきたわけであ

ります。それ以降、何の報告もされていない。

一般質問で質問しても現在努力中、そんな回

答をいただいたというふうに思うんです。余

りにも時間がかかり過ぎているんではない
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か。 

 今後の具体的進出計画、これを明らかにし

ていただきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 松井賢志企画課長。 

   〔企画課長 松井賢志君 登壇〕 

○企画課長【松井賢志君】 今ほどの清水議

員のご質問にお答えします。 

 サーモンの陸上養殖につきましては、事業

予定者であるサーモンヒルズ株式会社に確認

いたしましたところ、当初、昨年９月に土地

の賃貸借契約を予定しておりましたが、12月

にずれ込んだことによりまして、当初の予定

よりも３カ月程度事業の進捗におくれが生じ

ているとの報告を受けております。 

 したがいまして、当初予定しておりました

着工につきましても３カ月程度おくれ、７月

をめどに現在準備を進めていると伺っており

ます。 

 具体的な計画につきましては、昨年１月に

議会の皆様にお示しした内容で順次進めてお

り、現在、プラントの設計を進めているとこ

ろであります。事業計画が確定次第、議会の

皆様にお示ししたいというふうに考えており

ます。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 これも相手があるこ

とですから理解はしますけれども、状況、３

カ月おくれておるということなんですけれど

も、早期にこれも、いわゆる進出計画、変更

が議会へもらったやつにまた変更があるのか

も含めて、事業内容に変更があるのかも含め

て、議会のほうへ提出お願いをしたいと思い

ます。 

 続きまして、Ｂゾーンの――Ｂゾーン、こ

れはイオンが入っているところでございます

けれども、Ｂゾーンのテナント撤退が目立っ

ております。携帯電話会社３店舗が同時に大

河端のショッピングセンターへ移転をされま

した。 

 町は今後のコンフォモール内灘のにぎわい

創出に向け、新たな展開について株式会社エ

スポワからどのように話しされているのか、

お聞きをいたします。 

○議長【恩道正博君】 松井課長。 

   〔企画課長 松井賢志君 登壇〕 

○企画課長【松井賢志君】 今ほどの清水議

員のご質問にお答えします。 

 コンフォモール内灘におけるテナント状況

につきましては、当該事業者から、ことし２

月に携帯ショップ３店舗が撤退し、現在、新

たなテナントを探しているというふうにお聞

きしております。 

 また、事業者においては、商業施設の安定

した運営を図るためにテナント事業を直営で

行う新会社をことし４月に設立する予定であ

ると伺っております。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 事業会社のホームペ

ージを見ますと、関連会社設立の内容が載っ

ております。自社でテナント事業もやってい

くというふうに載っておるんですけれども、

そのことについての話というのはその事業会

社からないんですか。例えば、その関連会社

であそこへ入ってやりますよとか、そういう

ことはないんですか。 

○議長【恩道正博君】 松井課長。 

   〔企画課長 松井賢志君 登壇〕 

○企画課長【松井賢志君】 今のご質問にお

答えいたします。 

 今のところ、事業者からは具体的な報告は

受けておりません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 連絡が入ってない。

逆に言うたら、こちらからは何の問い合わせ

もしない、そんなふうに聞こえるわけでござ

いますけれども、やっぱりにぎわい創出、先

ほど中川議員からも南部の地区の問題につい
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てにぎわい創出についてございました。商業

施設で、あそこは商業地域でにぎわい創出の

拠点にしていくという町の計画の方針であり

ます。 

 もっと本腰を入れて、事業者と密接に連絡

連携をして、事業の推進に当たっていただき

たいなと。北部の特産品の販売等に先ほど質

問がございました。力を入れていくというこ

とでございましたけれども、そういう意味で

はやっぱり一つ一つの事業者を大切にして、

町のにぎわい創出に向けて努力をお願いをし

ていきたいと思います。 

 町の考え方をお願いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 松井課長。 

   〔企画課長 松井賢志君 登壇〕 

○企画課長【松井賢志君】 今ほどのご質問

にお答えます。 

 コンフォモール内灘につきましては、民間

事業者が所有していることもありますから、

原則、民間事業者で活用することが望ましい

というふうに考えております。 

 しかしながら、町内の大型商業施設として、

住民の消費生活に欠かせない施設でもありま

す。町といたしましても、引き続き事業者と

緊密な連携を図りながら、県や民間からの誘

致情報があれば、情報提供を行うなど、逐次、

連絡を取り合い、事業者とともに商業施設の

誘致に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 土地はＣゾーンもま

だあいていますし、Ｂゾーンでも先ほど申し

ましたようにテナントがどんどん撤退をし

て、既に半分近く、半分までいかないですけ

れども、空き店舗になっている状況です。本

気になって、今答弁されたように努力をお願

いをしておきたいというふうに思います。 

 次の質問に移らさせていただきます。 

 内灘闘争 65周年を迎えます。内灘闘争に対

する町長の認識をお聞きをします。 

 ご存じのとおり、内灘闘争は今から 66年前

の 1952 年の９月に政府から内灘海岸を試射

場に接収する、そういう通達がされまして、

翌 53年６月に強制接収に反対をして、地元の

女性たち、おかかたちが座り込みをして、全

国から支援の輪が広がった、全国にも広く知

れ渡っている国内で最初の反基地闘争でござ

います。 

 65 年前の、ちょうどこの３月 18 日午前８

時に試射第１弾が発射されたということでご

ざいます。 

 その後、試射場接収反対闘争は激しさを増

して、全国的な規模で展開され、歴史的な平

和運動となっていったのであります。 

 郷土の平和のために、「金は１年、土地は

万年」、これを掲げて巨大な権力に向かった

内灘の先人たち、内灘闘争は文字どおり内灘

町が世界に誇れる内灘町の貴重な財産だとい

うふうに私は思っております。 

 内灘町で生まれ、内灘町で育った川口町長

は、内灘闘争をどのように捉えていらっしゃ

るのか、お聞きをいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 内灘闘争に対する認識についてですが、内

灘町は多くの先人の並々ならぬご苦労とご努

力により、今日の内灘町が築き上げられ、発

展してまいりました。 

 この内灘町の歴史、伝統、文化を尊重し、

後世に伝えていくことが今を生きる私たちの

大切な使命であると思っております。 

 内灘闘争は、基地反対闘争の先駆けとして

全国的にも知られており、内灘町の歴史の中

でも大きな出来事として私は捉えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 
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○10番【清水文雄君】 大変貴重で、町長自

身の内灘闘争に対する思いをお聞きしまし

た。大変貴重な答弁だというふうに思います。

ありがとうございます。 

 国内で最初の反基地闘争である内灘闘争が

あり、それが全国の反基地闘争に広がった。

その影響で国内の米軍基地が沖縄に集中を

し、国内の米軍基地の 75％が集中するという

現在の状況を生んでいる。 

 私たち議会も沖縄へ行って基地を視察して

まいりました。まさにそのとおりだという認

識を深めてまいりました。 

 こうした中で、３月 25 日日曜日 10 時から

町民ホールで沖縄で今何が起こっているの

か、そして内灘の先人たちが直面した基地問

題を考えることを目的にして、町民が主体に

なって实行委員会を結成して、内灘闘争 65周

年記念『標的の島』の上映会を開催をするこ

とになっております。 

 これに対して、会場となる町民ホールや、

あるいは清水武彦氏、元学校の先生でありま

すけれども、その方が多くの写真を町に寄贈

しました。その写真も貸し出しをしていただ

くということで、町にご協力をいただいてお

ります。お礼を申し上げたいと思います。 

 しかし、映画上映实行委員会が町と教育委

員会へ後援申請をしたわけでございますけれ

ども、後援をとることができなかった。大変

残念に思っているところでございます。後援

しなかったのはなぜでしょうか、お伺いをい

たします。 

○議長【恩道正博君】 上出功総務課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 今回のドキメンタリー映画『標的の島・風

かたか』」の内容につきましては、沖縄の基

地問題を題材としており、この問題はこれま

でも国会の場で議論されているところでもあ

ります。その点を考慮いたしますと、今回の

後援申請につきましては行政としての中立性

確保の面で支障があると判断し、不承認とい

たしました。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 自治体として、中立

性を確保したということでございますけれど

も、それは中立性ではない、そんなふうに私

は思います。 

 町民が主体になってやっていく、それは政

治的な関係もございますし、政治団体がやる

わけでもございません。いろんな方の考え方、

それをやっぱり尊重していくというのが自治

体の姿勢だというふうに私は思います。そう

いう意味では、町民の中にはさまざまな考え

の方いらっしゃるわけですから、それに対応

した姿勢をとっていくのが町の姿勢ではない

かなというふうに思います。 

 憲法 21条、表現の自由、集会の自由、ちゃ

んとうたってあるわけでございます。そんな

意味からもしたら、これからもさまざまな後

援依頼というのがあると思うんですけれど

も、それはやっぱり広く受け入れていくのが

私は町ではないかなというふうに思います

が、考えをお伺いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 繰り返しになりますけれども、やはり今回

の映画の内容というのは、やはり沖縄の基地

問題に関する問題でございますので、それを

やっぱり行政というのは中立な立場で見なけ

ればいけないというふうに判断しておりま

す。そんな点からも、今回の後援申請につい

てはちょっと承認できなかったということに

なりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 内灘の先人たちが内

灘闘争でやった姿というのが今の沖縄、そし
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て映画の中に写し出される中身だと思いま

す。それを否定していく町長も大変内灘闘争

について答弁をされたわけでございますか

ら、そういう認識についてやっぱり一致をさ

せていくのが私は町の姿勢だと思いますし、

そのことが内灘闘争を闘った先人たちを否定

していくことになるかもしれない。余りそん

な偏見で見ないようにお願いをしておきたい

と思います。 

 後援をしないのであれば、町として町の財

産である内灘闘争 65周年を記念した催し、こ

れを考えていただきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 清水議員、制限時間

ですので。 

○10番【清水文雄君】 ちなみに、もう１分

です。 

 60周年の 12年……。 

○議長【恩道正博君】 制限時間ですので質

問を取りやめてください。 

○10 番【清水文雄君】 平成 25 年９月に風

と砂の館、これありますね。展示会をやって

います。 

○議長【恩道正博君】 清水議員、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 そういう考えがない

のかお伺いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 制限時間を切ってお

りますので、その質問は認められません。 

○10番【清水文雄君】 なら、次の議会にま

たさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【恩道正博君】 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子議員 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、日本

共産党、北川悦子です。一般質問の最後をさ

せていただきます。 

 早速、質問のほうに入っていきたいと思い

ます。 

 今回は３問質問をいたします。 

 まず最初に、国民健康保険についてお尋ね

したいと思います。 

 2018年、ことしから实施される国民健康保

険の都道府県単位運営化に伴い、保険税がど

うなるのかと問い合わせが多々ありました。

県から示された標準保険料率を参考に保険税

率を定め、加えて累積赤字の解消も考慮した

改正案が示されました。 

 今回、国民健康保険税賦課方式の資産割を

廃止しております。１人当たりの調定額は平

成 29 年度では 12 万 5,229 円、県からの標準

保険料率の計算では 11万 9,941円、マイナス

5,288 円、率にして 4.40％減となりました。

2018年度の税率改正案では１人当たり調定額

12万 2,243円、マイナス 2,986円、率にして

マイナス 2.3％になっております。町は県か

らの標準保険料率をどのように見たのか、ま

た資産割をなくした影響も懸念されますが、

本年度引き上げとなる世帯数と、わかればど

んな世帯が対象になっているのでしょうか、

お答えお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 平成 30 年度税率改正は、保険税率を約

2.38％引き下げとするものでございます。賦

課限度額の引き上げに伴う保険税額の引き上

げとなる世帯数は約 60 世帯と見込んでおり

ます。 

 町の累積赤字は２億円強となっており、平

成 30年度に約 2,000万円を赤字解消に充てる

試算で税率改正を提案しております。 

 平成 31年度以降も毎年約 2,000万円を赤字

解消に充てる計画としております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今町長のほうからお

答えになられたように、累積赤字解消に 1,983

万 3,146 円、2,000 万円充てられていますけ

れども、19年度にもということで、累積赤字

解消計画は、そうしますと単純に計算すると
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10年間 2,000万円ずつというような計算にな

っていくかと思いますが、赤字解消計画はど

のようになっているのでしょうか、再度お尋

ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 先ほど申し上げましたとおり、現在、２億

円強の累積赤字がございます。そして、平成

30年度から 2,000万円ずつ赤字解消をし、10

年間で赤字を解消するという計画でございま

す。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 再度お尋ねさせてい

ただいたのは、これまでも国民健康保険の都

道府県化を前にして、それまでに累積赤字解

消に向け、保険税率を引き上げて毎年来まし

た。計画を立てて、一般会計からも法定外の

繰り入れをしてきましたが、２億円の累積赤

字は解消にはなっていないということであり

ますが、原因はどこにあるというふうにお考

えなのでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸博行町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 北川議員さんが言われるように、今までも

2,000 万ずつの一応赤字解消を目指してこれ

までも検討をしておりました。ですが、今ま

でですと保険給付費が町が全額負担しなくち

ゃいけないんで、その保険給付費の増が見込

みよりもすごく多くなりまして、まず赤字解

消に至らなかったというのと、あと被用者年

金、パート職員等の被用者年金の拡大により

まして、被保険者数がすごく減尐したという

２つの原因があるかなと思っております。 

 今後につきましては、保険給付費につきま

しては、県が全て見ていただけるということ

なんで、その保険給付費に左右されることは

なくなります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 これからは県が保険

給付に責任を持ってされるということで、

2,000 万円ずつしていければ解消は間違いな

いというような答弁かというふうに受け取り

ましたけれども、2016年度には国のほうから

法定減免世帯に応じて国から支援金がふやさ

れてきております。2016年度をちょっと見ま

すと、2635 万 5,000 円が 12 月と３月に交付

されているかと思います。2017年度も新規が

出ているかと思います。支援金も赤字解消に

充ててきているんじゃないかなというふうに

思っております。 

 保険税引き下げに充てることは困難という

ようなアンケートの中にも書いてありまし

た。 

 文教福祉常任委員会の資料には国保財政を

悪化させる最大の要因を上げておられまし

た。そこを見ますと、国保の加入者は退職者

や無職者の割合が多い。被用者保険などに比

べて平均年齢が高い。平均所得が低いなど制

度上の構造的な問題を招いていると書かれて

います。また、国保には他の健康保険制度に

加入している方を除く全ての方が加入し、被

用者保険に加入している方も退職後は国保の

加入者となり、国保は全ての地域住民を対象

にした医療のセーフティネットとして国民皆

保険制度において大きな役割を果たしていま

すとあります。 

 医療のセーフティネットとして命を守る最

後の砦として国民健康保険は大きな役割を果

たしているとすれば、これは皆保険制度のみ

ならずに、社会保障として捉えていく必要が

あるのではないでしょうか。 

 大事な一般財源を国保に回すことはできな

いではなくて、累積赤字に向けて一般財源か

らも繰り入れていく計画が今大事ではないで
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しょうか。その辺についてもお答えをお願い

いたします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 一般会計からの法定外繰り入れについてで

すが、先般の厚生労働省方針では、国保都道

府県単位化による保険税の急激な上昇を抑え

るために行う法定外繰り入れついては認めら

れております。 

 しかしながら、累積赤字解消のための繰り

入れにつきましては、社会保険など国保に加

入していない皆様にご負担いただくことにも

つながり、国保会計における本来の運営制度

の趣旨と異なることとなります。 

 当町においては、一般会計からの法定外繰

り入れについては、現在のところ考えており

ません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 先ほども申しました

ように、皆保険制度として見ればそういうよ

うなお答え、答弁になるかと思いますが、全

て退職後は国保の加入者となっていくという

点からいきましても、先ほど申し上げたよう

に、文教常任委員会の資料にもよりますよう

に、やはり社会保障として捉えていくという

ことも一面大事になってくるんじゃないかと

思います。 

 そういう点からいきますと、やはり一般財

源からも繰り入れて、この累積赤字を早く解

消していく必要があるのではないかというふ

うに思います。再検討をお願いしていきたい

と思います。 

 次に、2016 年 12 月議会でも質問をいたし

ました。子供の均等割について、再度お伺い

をしたいと思います。 

 国民健康保険だけが収入のない子供に保険

料負担を賦課しています。2017年９月１日現

在の石川県社会保障推進協議会の自治体キャ

ラバンによるアンケートによりますと、子供

のいる国保世帯数は内灘町では 98世帯、子供

の人数は 126 人、均等割を廃止するのに必要

な金額は 514万 800円となっています。 

 30年度税率改正、加入世帯数など変化はあ

りますが、子供の均等割廃止で廃止はできな

いでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 国民健康保険税は世帯主に賦課する制度

で、その算定の一つとして、被保険者１人当

たりに係る均等割が賦課されているものでご

ざいます。 

 平成 28 年 12 月会議で答弁させていただい

ておりますとおり、子供であっても医療機関

受診時の保険給付費が被保険者の皆様の負担

によって賄われていることを考慮しますと、

収入のみに着目した均等割の廃止や軽減につ

きましては現段階では实施できないと考えて

おります。 

 なお、本件に関する全国知事会からの国に

対する要望の中に、子供に係る均等割保険料

軽減措置導入や財政支援が含まれていること

については承知しており、今後、その動向を

注視していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 瀬戸部長のおっしゃ

られたように、全国知事会のほうからもそう

いう要求が出て、やはり国保会計を助けてい

こうということで支援金も出ているわけであ

ります。 

 やはり子育てを支援していくという点から

も、国保加入者にとっては子供がたくさんい

る場合には大変な金額になってくると思いま

すので、できないんじゃなくって、考慮して

いっていただきたいというふうに思います。 
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 また、30年度から子供の医療費無料化制度

助成制度について实施している国保への国庫

補助減額のペナルティが未就学児分のみ廃止

されることになっております。 

 そうしますと、その分も尐し浮いてくるか

なと。他の子育て支援のほうに回されるのか

なとは思いますが、ぜひこの辺のところも考

慮されて、子育て支援という点で全額はでき

なくても、軽減はできていくんではないかと

いうふうには思いますので、子育て支援の立

場で子供の均等割の廃止じゃなくて、まずは

軽減を取り組んでいってほしいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 平成 30 年度からの新国民健康保険制度に

つきましては、県から町に対して納付金とい

うことで、議会でもお示ししましたけれども、

６億 2,000 万 6,847 円納めてくださいという

ことになっています。その納付金を国保税と

国からの歳入と、あとは保険事業費等を考慮

しまして、６億 5,200 万納めなくちゃならな

いという制度でございます。 

 それで、例えば均等割を軽減したというと

きには、応益割、応能割というのがあります

から、世帯主に掛けるわけなんですけれども、

その均等割で軽減した分は、当然、応益割の

ほうで平等割のほうにその減った分を加算し

ないと県に対して納めることができないとい

う制度になります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 県に納入する額が決

まっているので、その額を減らすことはでき

ないので、その分をどこかで増額をしなけれ

ばならないということだと思います。 

 じゃ、県に対して国民健康保険の子供の均

等割、廃止補助制度をぜひ創設をしてほしい

というふうに促していただけないでしょう

か。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 先ほど説明したとおり、各県で要望をして

おってもちょっとだめだから、全国知事会で

国に対する要望を行っておりますので、町か

らそういった要望はできないというか、しな

いと理解していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 知事会には石川県知

事も入っていますので、この辺のところは

重々わかっていらっしゃるかなというふうに

は思いますけれども、全国知事会だけに任せ

ずに、各自治体からも声を挙げて県を動かし

ていくということが大事だと思いますので、

ぜひ均等割、廃止補助制度の創設を今後促し

ていってほしいと思います。 

 何回か会合があるかと思いますので、その

たびに内灘から声を上げていってほしいなと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 国保についての最後の質問をさせていただ

きたいと思います。 

 資格証明書、短期保険証の件数をお尋ねし

ます。 

○議長【恩道正博君】 髙平紀子保険年金課

長。 

   〔保険年金課長 髙平紀子君 登壇〕 

○保険年金課長【髙平紀子君】 ご質問にお

答えいたします。 

 平成 30 年２月現在、資格証明書は 26 件、

短期証は 200件発行しております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 短期保険証について

ですが、これは６カ月以上でしょうか、１カ

月、３カ月等も入っているんでしょうか。 
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○議長【恩道正博君】 髙平課長。 

   〔保険年金課長 髙平紀子君 登壇〕 

○保険年金課長【髙平紀子君】 ご質問にお

答えします。保険年金課長【髙平紀子君】 

 当町では６カ月、３カ月、１カ月を発行し

ております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 滞納されるという方

にはいろんな理由があるかと思います。個々

に面談をされて発行されているかと思います

けれども、病気になっても、いつでも、どこ

でも、誰もが受診できるようにするためには、

最低、資格証明書の発行だけはやめてほしい

と思います。また、短期証の期間も１カ月で

はなく、６カ月以上で発行してほしいという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 髙平保険年金課長。 

   〔保険年金課長 髙平紀子君 登壇〕 

○保険年金課長【髙平紀子君】 ご質問にお

答えいたします。 

 資格証明書は１年以上納付のない場合に発

行することと法律で決まっております。 

 ３カ月、１カ月に関しての短期証に関して

は、事情に応じて発行させていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 法律で決まっている

からやむを得ないという答弁として受け取っ

てよろしいでしょうか。 

 病気になったときに本当にいつでも最後の

セーフティネットとして、誰もがておくれに

ならないように受診できる、命を大切にする

ということがとても大事だと思いますので、

面談の中で事情に応じてということですの

で、６カ月以上で発行するように志していっ

てほしいなというふうに思います。 

 再度、答弁をお願いします。 

○議長【恩道正博君】 髙平課長。 

   〔保険年金課長 髙平紀子君 登壇〕 

○保険年金課長【髙平紀子君】 ご質問にお

答えいたします。 

 資格証明書についてですが、相談に応じて

お話を聞きまして、短期証は出しております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 では、次の質問に移

ります。 

 夷藤議員、七田議員からも先ほど大雪に関

して質問がありました。磯貝議員からもあり

ました。重複するところが多々あるかと思い

ます。 

 平成に入り、２番目の積雪量で平成 13年以

来 17 年ぶりに雪害対策本部が設置され、除

雪、排雪作業を町内一斉に昼夜を問わず２日

間がかりで行われたということは、金沢の人

からもうらやまれています。大変ご苦労さま

でした。 

 町民の皆さんから除雪についてたくさんの

要望や苦情を受けております。 

 例えば、ひとり暮らしの高齢の方から、家

から出られない。シルバー人材センターに電

話したが、ていっぱいだと断られた。役場に

かけたけれども、個人的な対応はできないと、

またまた断られてしまった。どうしたらよい

のか。 

 また、歩道の除雪が行われていないので車

道を歩き、本当に大変だった。交差点の隅に

は除雪した雪を積み上げていくので非常に危

険で、交通事故の中でも交差点の事故は多い

のに、本当に困ったということ。 

 また、町には積雪による被害――違います

ね、この辺は先ほど七田議員のほうから被害

と苦情件数の答弁がありましたので、ちょっ

と抜かしまして、課題等もお答えいただきま

したので。 

 最近、北陸、金沢が、北陸地方が雪国であ

るということを最近は忘れてしまっているぐ

らい苦労することがなかったもんですから、
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やはり雪国であるということを再認識され

て、予算をふやし、除雪排雪に使わなかった

部分に対しては基金に回すようにしていった

らどうかというような要求もお伺いしまし

た。 

 また、高齢化に伴い除雪できない世帯への

対応策というのが今後やはり求められてきま

す。 

 介護関係で車で迎えにきた方たちも大変で

した。１人の運転手のところを２人乗車して、

スコップを持って車からおり、玄関まで雪を

あけて、利用者さんを車に乗せていくのを、

交差できなくって私はずっと見て待っていた

わけですが、大変だなというふうに思いまし

た。 

 先ほども課題の中で出てきましたが、雪か

き応援隊を中学生、高校生、大学生にお願い

することはできないでしょうか。除雪協力体

制づくりが今後も必要になってくるかと思い

ます。 

 また、商店街も除雪しないことにはお実さ

んが来ない。だけれども、除雪機を買うには

どうなのか。置く場所もないというようなこ

とで困っていらっしゃる方もいらっしゃいま

した。商工会と連携して除雪機の貸与や補助

も必要ではないでしょうか。 

 除雪作業への登録制などを設けて備えてい

くことが大事ではないだろうかというような

ことを思いました。 

 先ほどの課題とあわせて、ご答弁いただけ

たらなと思います。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 私のほうからは、除雪できない高齢者世帯

等への対策が必要ではないかという質問にお

答えいたします。 

 先般の大雪において、本町の雪害対応の一

つとして、日ごろより高齢者等の見守り活動

を行っていただいている民生児童委員協議

会、社会福祉協議会と連携を図り、ひとり暮

らし高齢者等の安否確認を行ったところで

す。 

 その際に、除雪の依頼もありまして、町と

いたしましては緊急度が高いと確認しました

75歳以上ひとり暮らし高齢者世帯３軒の除雪

を町職員で行いました。 

 ご質問の、除雪できない高齢者世帯などへ

の対策につきましては、今後も町関係部局及

び関係団体などと連携を図り、支援してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 銭丸課長。 

   〔都市建設課長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市建設課長【銭丸弘樹君】 ご質問にお

答えいたします。 

 協力体制づくりにつきましては、先ほど七

田議員の答弁のとおりでございます。地区や

各種団体、住民の皆様の協力、応援を求めて

いく必要があります。その取り組み方につい

てまた検討させていただきます。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 先ほど七田議員の

ときにもお答えいたしましたが、ボランティ

アの協力をということで、内灘高校の生徒さ

んや金沢医科大学の学生さんにも協力をいた

だいて、そういったところの除雪の協力をい

ただければなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひ協力依頼をして、

冬に向けて早く体制づくりをして、例えばシ

ルバーに頼んでも除雪に来てもらえないとい

うような方が困って町役場に相談してこられ

るわけですから、個人的なところはできませ

んじゃなくって、こういうところもあります

よというようないろんな相談に応じてお答え

できるような、そういう引き出しをたくさん
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持ってしていってほしいなというふうに思い

ます。 

 ひとり暮らしの高齢者のみならず、２人で

も１人が病弱であったりとか、やっと支え合

って生活暮らしていらっしゃる方もいらっし

ゃいますので、そういうようなところにも目

を置いてやっていっていただきたいなという

ふうに思います。 

 最後の質問です。 

 町の臨時職員、非常勤職員に関してお尋ね

をしたいと思います。 

 2017 年５月 11 日、地方公務員法、地方自

治法の一部改正が行われました。臨時・非常

勤職員が新たに会計年度任用職員という名称

で任用され直すことになりました。 

 2020年４月１日施行に向け、各自治体は総

務省が示しているスケジュールに基づいて改

正手続を開始していくことになると示されて

います。各自治体の判断によるところが多々

あります。現在、雇用されている方たちは不

安がとても大きいのではないかと思います。

町としてこの制度をどのように受けとめ、

2020年施行に向け進めようとしているのか、

お尋ねしていきたいと思います。 

 まず、正規職員以外の雇用の現状をお尋ね

したいと思います。各部署、職種で働いてい

る方の年数、年齢、男女別ではどのようにな

っているのでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 平成 29年４月１日現在で、一般行政部門に

おいて嘱託職員 54 名、パート職員 53 名、教

育部門においては嘱託職員 45名、パート職員

47名、消防部門においては嘱託職員１名、公

営企業部門においては嘱託職員が２名在籍

し、全部門合計では嘱託職員 102 名、パート

職員 100名でございます。 

 職種別では、主なものを挙げますと、一般

事務職で嘱託職員 35名、パート職員４名、看

護師等で嘱託職員７名、パート職員３名、保

育士等で嘱託職員 19 名、パート職員 34 名、

給食調理員で嘱託職員７名、パート職員 26名

となっております。 

 勤続年数と年齢につきましては、パート職

員の任用等を現在のところ各所属課に委任し

ており、今回は嘱託職員についてのみ今年度

末現在での状況でお答えいたします。 

 勤続年数につきましては、平均 6.5 年、最

長で 19年となっております。 

 年齢につきましては、平均年齢 45.8歳、最

年尐 23歳、最年長で 66歳であります。 

 また、男女別の数につきましては、嘱託職

員 102 名の内訳は、男性 10 名、女性 92 名、

パート職員 100 名の内訳は、男性４名、女性

96名となっております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今お答えいただいた

方たちが全て新たに制度化された一般職の会

計年度任用職員として任用されることになる

のでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 会計年度任用職員制度の導入に当たりまし

て、任期や勤務時間にかかわらず、在籍する

全ての非常勤嘱託員とパート職員についてど

のような任用根拠、勤務实態で任用されてい

るかについて統一的に实態を把握いたしま

す。そして、それぞれの職の必要性を十分に

吟味した上で適正な人員配置に努め、住民ニ

ーズに応える効果的、効率的な行政サービス

を提供してまいります。 

 したがいまして、これまで非常勤嘱託員と

パート職員の職についていた者が新制度への

移行時においても同一の職務内容の職に任用

されることはあり得ますが、あくまでもその

職の必要性に基づいて新たな職に改めて任用

されたという位置づけで会計年度任用職員と
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して任用するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 全ての方が任用され

るけれども、同じ職種につくとは限らないと

いうことですね。 

 任用に当たり、空白の日数を設けることは

しない。継続任用となるのでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 お答えいたします。 

 会計年度任用職員の任期の設定について

は、これまで同様、再度の任用の際、新たな

任期と前の任期との間に一定の期間、いわゆ

る不適切な空白期間は設定せず、適正な任用

の確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 空白を設けず、継続

任用となるというふうに受けとめました。 

 会計年度任用職員は、制度上では期末手当

が支給可能になり、フルタイム勤務なら退職

手当も支給可能になるとありますが、会計年

度末で任期が切れるので繰り返し任用するの

かどうか、また退職金、年度末手当も各自治

体判断というふうになっています。 

 また、正規職員同様に、諸手当が支給でき

るとされていますが、支給可能な手当をお尋

ねしたいと思います。 

 各手当についても自治体判断とされていま

す。町のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 会計年度任用職員

は、その任期を１会計年度内と規定されてお

りますので、任期の終了後、再度、同一の職

務内容の職に任用されることはあり得ます

が、同じ職の任用が延長されたという意味で

はありません。採用に当たっては、あくまで

も新たな職に改めて任用されたものとして任

用いたします。 

 会計年度任用職員について、１週間当たり

の通常の勤務時間について、正規職員に比べ

て短い場合はパートタイム会計年度任用職

員、同一の場合はフルタイム会計年度任用職

員として分類され、フルタイムの職員につい

てのみ退職手当制度の対象となります。 

 それから、平成 30年度以降、町の嘱託職員

は全て７時間勤務となりますので、新制度に

おいてはパートタイムの職として任用するこ

とになるため、退職手当の支給対象とはなら

ないと考えております。 

 また、諸手当の支給に関しましては、パー

トタイム任用職員に対しては期末手当のみ支

給可能となっております。時間外手当相当分

や通勤手当相当分は手当ではなくて、報酬や

費用弁償としてそれぞれ支給されます。期末

手当につきましては、今後、国の非常勤職員

の取り扱い等を踏まえて検討してまいりま

す。 

 フルタイム任用職員に対しては、時間外勤

務手当、通勤手当、期末手当、退職手当を初

め、職務の内容や手当の趣旨を踏まえて特殊

勤務手当、地域手当等が支給可能となります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 もう１つお尋ねした

いと思います。 

 採用試験に関してですが、競争試験か、ま

たは選考とし、具体的には面接や書類選考等

による適宜の能力实証によることが可能であ

るという政府答弁もあります。現在働いてい

る方や住民サービスの点からも考えると、希

望者全員の選考採用となるように望みます

が、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 採用の方法につき

ましては、競争試験または選考により採用す

る特例が設けられ、競争試験によらず、面接
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や書類選考等による方法によることができま

す。 

 町はこれまでも嘱託職員の採用は選考によ

ることとし、その方法を面接試験を实施して

きました。採用については、制度導入までに

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひ検討の中で選考

採用となるように望みたいと思います。 

 もう１つ、定年制についても会計年度職員

には定年制を適用しないとされていますが、。

この点についてもお伺いしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 会計年度任用職員

につきましては、地方公務員法で定める非常

勤職員に当たるため定年制は適用されません

ので、町といたしましても適切に対応してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 いろいろお尋ねして

きました。任用職員への周知説明はいつごろ

になるのでしょうか、決定しましたら早目に

お願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長【恩道正博君】 上出課長。 

   〔総務課長 上出功君 登壇〕 

○総務課長【上出功君】 今後のスケジュー

ル的なことを申し上げます。 

 法律の施行日である平成 32 年４月１日に

導入を考えております。そのための募集活動

を平成 31 年 10 月ごろから行うため、その前

に関係条例、規則等の制定、改正を平成 31年

９月議会に上程することとして作業を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 いずれにしましても、

今まで働いていらっしゃる嘱託職員の方とか

パート職員の方たちの住民へのサービスの点

も考慮しまして、また制度移行に当たって勤

務条件の引き下げなどの不利益を生じさせな

いようにしてほしいと思います。 

 よろしくお願いをして、質問を終わりたい

と思います。 

○議長【恩道正博君】 これにて一般質問を

終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【恩道正博君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日８日から 19日まで

の 12 日間は議案調査及び議案委員会審査の

ため休会にいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明日８日から 19 日までの 12 日

間は休会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る 20日は午後１時から本会議を開

き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後５時 15分散会 

 

 


